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韓
国
に
お
け
る
外
国
知
的
射
産
権
の
説
害
に
対
す
る
保
護

｜
｜
改
正
国
際
私
法
と
韓
国
大
法
主
判
決
か
子
中
心
に
｜
｜
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あ
る
同
心
源
域
外
に
お
い
と
行
わ
れ
る
行
為
が
当
該
同
心
知
的
対
並
格
の
い
日
害
を
バ
ー
じ
さ
せ
る
こ
L
Y

そ
の
行
為
を

「
主
判

へ以
h
l

と
た
る
と
、
当
ー
改
国
の
知
的
引
所
ぷ
恨
の
似
刊
授
に
欠
け
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
域
外
行
rAい
Y
Kる
侵
山
去
の
ι
M
H
とり
J

の
f

玉
川
を
阿
る
た
め
の
ア
f

u

i
ヰ
と
し
て
は
、
条
約
与
国
際
的
い
標
常
化
さ
れ
た
法
規
制
が
な
い
こ
と
乞
考
慮
す
る
と
、
名
川
の
知

エ〕いふ
υ

的
財
完
持
作
一
い
に
山
お
い
て
域
外
行
為
の
責
任
主
問
え
ノ
ニ
r

法
ゃ
決
解
釈
川
ず
さ
れ
る
」
と

恥
よ
び
、
谷
川
内
の
凶
際
私
法

士
た
は
ほ
仙
刑
法

に
よ
る
準
拠
法
の
迎
用
を
も
っ
て
山
内
外
行
品
の
玄
江
を
問
う
こ
乙
が
考
え
ら
れ
る
〉

そ
こ
で
、
本
給
で
は
、

ハJ
O
一
令
改
rー
に
よ
っ
℃
目
立
出
財
並
r
怯
侵
害
に
持
す
る
仙
vv
の
試
位
規
則

民
外
行
為
に
よ
る
叩
的
財
一
命
拾
佼
六
に
閉
す
る
刊
ぺ
論
的
探
究
に
お
い
て
竹
山
較
作
的
研
究
吉
行
ミ
ノ
ピ
の
に
、

（
ま
た
は
法
霊
拡
規
則
）

主主 を
戸： ~主
ノ九 日r＂、て
ち~ ' 
r出 、

':'lj る
'c，三干副
会「店
主主 の
は戸
に際
、私

ii長 i土

の
川
仰
拠
作
一
決
定
。
｝
ノ
口
ヒ
ス

－
、
ま
ア
は
瀬
中
川
開
山
市
、
｛
疋
泊
川
川
プ
ロ
セ
ス
）
、

克
巳
円
｝
市
中
JY
一

お
ふ
円
1
J

、

対
抗
以
知
的
対
民
権
侵
害
に
践
す
る
特
凶
法
の
解
釈
寸
宮
町
ら
か
に
す
る
。

v
hた
し
、

次
外
行
為
は
、

注
意
す
べ
き
レ
刀
と
し
て
、

口
仁
川
山

1
R
m
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r日

片
、
〕
た
岡
、
か
つ
叶
内
る
と
、
円
凹
の
権
利
の
伎
正
一
一
を
パ
じ
さ
せ
る
白
岡
外
で
の
〆
守
九

下
、
成
外
行
fd小
山
」
と
い

エ」工、川一り、
P
J

～

の
行
為
が
’
れ
わ
れ
た
同
か
ら
み
る
ζ

、

域
外
行
列
吋
必

ν 
」

、d、

外
同
心
峰
山
口
刊
の
侵
宍
を
牛
じ
さ

2
9自
問
で

cι
為

～刈人、
E

、

i
ム

J、
円問

～l

点
打
、

安
心
三
事
件
」
は
成
外
行
為
必
に
な
ρ
引
」
ヲ
ニ
也
事
案
と
あ
る
υ

川
ド
件
に
間
一
ー
ノ
る
多
く

ば
、
れ
i
M
円
心
知
的
防
崖
寸
ー
の

町
山
認
を
拡
て
す
る
銭
円
か
b
、
叫
以
外
行
為
必
に
不
法
行
為
け
責
汗
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
2
す
る
議
一
一
川
か
い
ほ
苅
さ
’
れ
て
い
る
。
こ

れ

A
G零
細
を
八
け
め
た
渉
い
れ
的
な
ι
知
的
防
咲
権
い
官
主
口
に
河
ず
る
将
E
法
の
解
釈
仕
援
坪
・
分
析
「
司
令
、
」
乙
て
、
陥
内
外
行
為
に
持
す
る
け

木
法
の
ト
刀
刊
性
壮
一
検
討
λ
q
J

る
m
M
L
参
vvdと
な
る
点
が
得
ら
れ
る
と
期
待
で
き
る

F

駄目一一立早

知
的
対
ャ
弘
桜
山
以
山
告
に
烹
速
す
る
低

Mm規
苅

ヨ当

官乙

＝ふ
' lリむ

特
凹
て
は
、

二
0
0
二
？
改
一
h

前
半
世
判
的
紛
予
り
叩
拠
、
広
を
ん
し
め
る
ぽ
律
と
し
て

が
あ
っ
七
が
、
知
的
財
単
棺
内

「
地
以
外
弘
、
江

悶
い
し
は
対
別
規
定
を
設
け
ノ
て
い
な
か
っ
ぺ
い
ふ
の
後

渉
外
弘
法

ば
凶
昨
日
h
弘
法

レ）
2

／
↓
称
変
更
を
す
る
と

改
一
い
に
よ
コ
て

と
も
に
知
的
貯
が
権
侵
害
に
閲
す
る
抵
触
規
則
を
設
け
る

f
2ノ
に
な
っ
た
、
い
よ
今
ト
品
川
、
知
的
山
川
zm
権
H
R
h
L
一
に
悶
「
る
裁
判
例
は
右
の
抵

帥

mr忠
則
ぃ
小
池
尽
さ
れ
た
初
の
大
法
民
判
決
で
あ
る

（
レ
ユ
白
川
e
M
け

p

主
会
川
め

つ
か
の

F
級
寄
判
決
上
？
山
山
て
い
る
状

υぜ
あ
る
し

こ
こ
亡
、
鈴
川
凶
J
V
A

の
沙
一
日
的
紛
争
に
間
同
」
7
る
一
般
的
な
砕
い
拠
法
決
f
心
J
J

ロ
セ
一
人
を
信
認
L
亡
お
く
。
こ
の
弘
、

E
本
法
ζ

同
じ
h

J

序

を
採
っ
て
い

す
な
わ
ら
、
ま
ず
、
当
夜
汁
広
伊
関
係
予
抵
触
規
則

の
格
設
ω
Z
T品川
V
－

2

－、
い
ず
れ
の
出
位
法
律
関
係
に
一
説
、

γ

る
か
と
い
う
性
質
（
法
性
）
J

可
決
定

T
L

、
決
定
さ
れ
た
不
一
般
財
別
に
お
い
て
、
最
も
呈
U
K
て
あ
る
一
以
わ
れ
る
概
念
（
連
札

白川）か｝山川町
A
J

L
、
平
拠
法
z
f
｝
渋
定
（
川
口
）
す
る
。

引
っ
と
場
介
に
は
、
て
の
治
則
結
果

対
し
公
汁
条
項
の
、
J

川一弔

が
治
、
司
、
メ
れ
、
そ
の
外
一
爪
決
の
道
出
司

J
5が
判
広
附
さ
れ
る

f
－

ι 
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ιし
し
の
必
か
ら
－
瞥
の
う
ち
、
多
く
の
～
十
一
試
は
、
知
的
防
弾
怯
の
信
中
を
不
法
行
為
し
一
法
性
決
定
〕
、
〈
ア
｝
精
一
泊

ノ干し
h

い一、、

＼
一
、
1
J

る
J

う
に
、
尚
一
円
い
付
さ
れ
る
必
触
川
忠
則
を

心
的
別
川
崎
別
で
あ
る
祭
何
条

殺
ん
一
法
行
品
に
関
す
る
抵
触
胤
則
（
皆
同
て
二
条
第
凶
」

（
知
的
川
町
克
り
拾
の
保
議
）

r
「
〆
て
い
る
た
め
、
①
お
よ
び
必
に
関
「
司
令
議
論
は
ゆ
引
く
こ
ζ

に
す
J

る
〉
に
だ
1

〆
、
砕
い
拠
法
決
定
プ
ロ
セ
ス

に
お
J

ど
、
川
市
二
四
条
と
ベ
法
行
局
に
コ
ー
す
る
諸
規
定
こ
り
対
係
は
重
山
万
円
で
あ
る
に
比
、
本
章
第
一
二
部
二

そ
の
地
に
つ
い
て
は
、
げ
は
ー
止
約
旨
す
に
つ
き
韓
同
の
法
務
部
が
刊
行
し
た

Mm一
説
者
｛
以
て
、
「
法
務
部
解
説
l

に
い
う
。
）

一
三
に
お
い
て
丙
げ
は
す
る
。

将
司
の

y

～r
一
説
や
裁
判
例
の
分
析
へ
芯
じ
て
、

ウ
、
〉
今
改
庁
、
山
内
六
の
川
引
い
初
対
民
権
侵
害
に
関
連
「
る
韓
中
川
法
の
Nu釈
や
抵
触

山
胤
町
川
町
一
正
全
体
像
乞
把
持
し
た
接
へ
（
本
立
ち
、
域
外
行
為
。
）
が
間
訟
と
な
コ
た
『
同
（
い
弓
一
古
ド
件

一
ゲ
↓
素
材
と
し

幹1~i:：こおける件｜斗知的財産推のじ害にJj ,ti＇.，保，；0c

同
事
行
に
附
仇
す
る
よ
J
Y記
古
検
討
す
る

一
章
三
次
に
、

同
市
す
川
け
で
は
争
白
’
と
な
ら
と
か
っ
た
①
お
よ
ひ
必
＼
す
な
わ
ち
、

八
山
内
マ
条

叫
恨
の
透
川
市
と
の
院
刊
円
か
ら
域
外
行
人
43FJvhP4し
い
か
な
る
紋
済
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
ふ
め
る
か
や
一
検
討
す
る

（
第
匹
阜
）

l

自己

" i：日

改
古
川
出
（
り
知
的
則
定
権
旧
民
主
［
二
関
連
「
る
挺
触
況
則

本
筋
で
は
、
法
外
私
法
の
知
的
財
産
権
侵
正
一
一
に
問
述
ず
る
抵
触
規
則
p

与
の
解
釈
お
上
ひ
引
北
京
の
い
ん
肉
と
な
っ
た
問
閉
店
を
帝
認
す

る、

ωエ一点
l
、
知
的
財
汗
松
山
以
中
川
に
悶
ず
る
出
際
法
の
決
一
戸
一
は
知
的
財
産
棒
、
と
く
に
、
引
い
前
桟
の
信
半
一
に
悶
寸
る
渉
外
的
紛
争
を
が

法
行
為
に
み
て
不
法
行
為
に
問
一
3
0抵
触
規
則
ヘ
渉
内
私
法
治
一

一
条
）
に
よ
る
乙
ず
る
末
法
行
為
準
拠
日
以
前
；
、
付
対
的
川
町
疋
F

付
心
寓
泊

7
一

土
霊
山
幻
則
に
よ
っ
て
叩
的
川
町
疋
慌
の
保
護
が
求
め
ら
れ
Q
臼
の
法
（
保
湾
同
け
つ
に
よ
る
と
す
る
保
淀
川
門
松
一
向
に
分
か
れ
に
い
2
1
0

渉
外
私
法
第
一
ニ
条
（
法
定
債
権
の
以
斗
お
よ
び
妨
h
M
）

芯
外
引
い
料
法
弟

一
条
で
は
、
川
一

τη
よ
弓
に
不
法
行
為
に
明
1
1
7
Q
抵
抗
山
規
則
か
設
け
ら
れ
て
い
た
ハ

本
え
れ
は
日
本
法
例
能

内
じ
山
山
一
｛
心
で
丸
っ
た
η

,, 条
ι 
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。
津
川
円
私
法
第

条
（
法
日
」
品
川
権
の
山
問
一
げ
よ
よ
び
hU力）

r日

：、ιj

事
務
官
耳
、
十
一
w
ゴ
利
得

L

は
が
託
行
為
に
一
三
て
ん
」
こ
一
件
仙
一
曜
の
成
i
お－
n
U
対
刀
は
ど
の
原
岡
f
る
ム
了
売
が
元
ペ
ピ
地
の
法
に
一
三
九

J、
円問

｛丹、,, 

キ一一門ゐ
M
ピ
ロ
川
抑
制
で
発
刊
し
た
半
実
カ
l
八r
F
W
V

山
田
口
伝
作
に
よ
れ
J

U

小
i
t
ノノJ

方
に
な
っ
な
い
／
一
吉
1

山｝）れを
M
店
？
）
な
L
P

5勺、1

外
凶
で
托
牛
、
三
、
事
元
日
主
人
程
民
回
日
法
山
町
に
よ
コ
ー
不
法
ノ
4
A
L
r

字
。
場
企

fit、
悦
力
者
ば
八
時
以
凹
の
し
白
山
が
ぶ
め
～
山
畑
ぺ
賠
償
モ
心

他
心
地
一
訂
以
外
は
こ
れ
か
一
請
求
す
る
こ
と
が
で
今
な
い
一

J

川
以
外
ぷ
法
体

条
は
、
不
法
行
為
を
一
原
因
た
る
山
す
だ
が
同
党
止
し
た
地

｛一第一一頃

不
法
r什
為
地
法
、

こ
市
土
1
f引

1
レ
↑

L

f
↑＼

l
i－
－

干

1

1

D
I
J
 

〈
、
i

～
不
法
行
為
地
法
、
ド
工
雪
r

ま
た
、
不
法
行
為
地
法
の
迎
用
に
つ
き
、
準
拠
法
が
外
温
法
と
な
る
川
崎
ム
け
に
は
、
当
該
行
為
五
戸
民
法
（
法

廷
地
法

J｝

tf一
が
れ
本
め
ら
れ
、

γ

小
院
と
な
ら
な
い
場
内
に
は
、

て
い
た
（
h

市

斗』叶
τ
p
h

i
A
J

！
？
 

に
お
い
と
不

U
と
な
る

叫
明
刊
さ
ら
に
、
長
六
賠
償
支
任
の
認
悶
に
肢
じ
、
斡
凶
、
ふ
れ
L

よ
る
制
限
小
さ
れ
て
い
た

（
第
一
市
川
）

v

す
な
わ
ち
、
渉
外
p

仏
必
第
一

丸
小
ば
不
法
行
為
地
よ
い
の
混
用
を
法
廷
地
伐
に
よ
〉
て
制
限
す
る
、

い
わ
ゆ
る
折
点
王
設
を
採
二
に
い

問

題

点

人
法
防
判
決
で
問
、
渉
外
弘
法
第

一
一
条
第
一
明
の

出
同
た
る
事

γ

一
～
が
発
ペ
工
、
地
」
は
行
仙
川
品
m
b
よべ
υ
が系山べん
μ

地
で
一
山
る
し
）

解
さ
れ
て
い

こ
の
解
釈
に
よ
っ

f
J
拠
法
主
決
定
ず
る
こ
と
J

な
る
と
、
知
的
川
則
完
桟
佼
1
口
の
場
ん
け
に
は
、
浮
い
杭
人
法
が
一
同
j
d
の
法

／
）
司
る
た
め
知
的
叫
町
一
斗
地
仙
の
［
崎
市
土
義
原
則
に
い
以
L
、
ま
で
、
当
事
者
に
迎
用
び
れ
る
計
拠
法
の

f

了
時
刊
誌
性
を
宝
ハ
ア
る
だ
け
で
は
な

〈
、
い
ず
れ
の
法
が
刊
拠
ナ
、
と
仕
る
か
じ
よ
っ
て
保
設
態
…
一
h
も
異
な
る

γこ
か
九
つ
法
的
ん
安
定
を
招
く
余
地
が
あ
る
と
の
述
出
で
議
論

の
対
象
乙
な
っ

叶
、
う
に
、
リ
平
一
説
に
お

IJL主
張
さ
れ
て
い
る
保
一
茂
「
生
江
川
討
を
J

休
る
仕
ら
ば
、
右
の
問
題
白
に
対
1

山
し
う
る
も
の
と

、
不
処
べ
泌
を
伝
法

E
J一と
L
f
事
例
は
な
か
っ
に
。
ム
丁
な
裁
斗
例
を
み
る
と
、
昔
作
権
心
一
一
害
お
よ
び
不
止
競
争
防
止

法
追
及

ι民
ず
る
古
ア
性
け
に
お
レ
亡
、
い
い
二
口
の
行
ら
が
行
わ
れ
た
池
、
応
る
レ
は
そ
の
結
米
ぺ
υ
発
外
し
た
地
の
法
と
し
て
、
日
刊
一
向
の
著
作
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権
法
お
「
o
び
不
i
数
つ
れ
り
r寸
山
が
通
店
主
れ
Z
J
7

f
弔
一
一
昨
即

改
花
伎
の
却
uwum疋
椛
一
院
什
自
ピ
同
日
連
「
る
叫
仏
叫
閉
山
叫
則

川
小
ト
の
向
日
必
白
に
刻
L
、
沖
一
の
以
内
充
ピ
よ
る
法
的
安
定
性
ζ
当
事
者
に
治
則
、
予
れ
る
吟
拠
法
行
V
4
J
川
町
誌
作
を
円
K

4
す
る
た
め
、
知

ぉ
I
V
Y－凡
h
M
叩
い
校
パ
」
口
に
吸
ー
す
る
ほ
駐
脱
出
川
、
r

し
て
、
し
生
↑
際
お
払
川
止
め

川
出
粂
が
新
止
に
設
け
ら
れ
た
。

長
で
は
、
が

ま
小
人
、
戸
際
私
法
第
一
一

不
法
行
t

均
に
湾
ず
る
法
制
規
引
か
規
’
氾
さ
れ
た
に

外
ぷ
法
第
ム
一
久
れ
か
ら
宅
務
等
刑
判
お
よ
ひ
不
当
利
布
、
川
γ分
緋
さ
ー
れ
、

国
際
私
法
第
二
四
条
、
知
む
対
J

性
格
心
深
一
段
）

幹1~i:：こおける件｜斗知的財産推のじ害にJj ,ti＇.，保，；0c

（
）
記
川
設
規
ど
の
極
凶
口

国
際
な
げ
一
い
也
市
二
匹
来
て
は
、

以
下
の
よ
う
に
知
的
針
〆
阿
佐
侵
合
L

仰い
h
f
る
託
般
競
引
が
設
じ
ら
れ
r

い
る
へ

お

内

最
F

知
的
川
岸
障
の
保
譲
）

f

山
的
川
町
議
一
註
勾
以
葉
山
川
ヲ
ご
り
一
似
1
1
L訓｝

L
rと
る

＠ 

諸
外
国
は

一
般
的
い
知
的
財
ポ
仏
慨
に
閲
す
る
法
外
的
法
律
関
係
に
岨
U
H
U
Z
れ
る
準
拠
法
を
、

昨
凹
い
如
い
て

司
、
ポ
に
～
山
リ
戸
ヘ
ホ
λ

f
l
l
i
d－
－

L
 

阪
打
、
知
的
防
洋
権
の
岡
地
土

zru則
か
っ
知
的
川
町
件
税
の
似
識
が
求
川
町

γ
れ
る
国
の
法

と
加
さ
れ
て
い
る
け
京
の
比
較
法
的
考
察
か
ら
、
知
的
肘
疋
件
祉
の
按
外
的
紛
？
に
凶
い
附
さ
れ
る
準
拠
法
を
保
護
が
求
め
ら
れ

法
門
店
地
法
L

こ
川
附
さ
れ
る
懸
念
が
お
り
、
ま
止
、

νて
川
町
一
昨
慌
の
捗
れ
ノ
的
紛
争
の

υイ
必
X
J
斗
J
つ

f
L
t
、
乙
し
て
い
る

（
保
設
同
法
＋

義一、
る
戸
川
の
法
t

、
、
す
る

r一、日引い
Y

庄
で
は
孔
M
J主
任

E
法
が

中
、
現
実
的
内

侵
害
t

に
対
す
る
事
例
が
犬
訓
ゆ
分
で
あ
る
た
め

お
米
治
に
こ
れ
ら
の
事
業
に
吋
山
ず
る
必
変
性
が
2
八
き
く
な
る
こ

と
を
い
4
4
返
し
、
知
的
対
同
技
U

に
町
、
る
糸
川
山
規
引
と

l
仁
川
際
私
法
第
四
条
r
q
i
目、灯、

一
寝
台
地
法
一
と
規
む

（！メ人民半、 Gi (6 !Sci llGS〔2りlキ 1



r日

、J

た
の
で
あ
る
、
た
だ
、
三
多
数
説
お
t

たい

f
品
川
音
判
決
で
は
、

川
条
げ
か
知
的
財
出
ぬ
の
信
半
一
だ
け
ご
は
な
く
、

そ
の
他
心
知
的
財
産

引
で
は
、

－
 

U
 

フ4「－A
 

5
 

1
 

G
 

O
 

G
 

h

ナ

国
際
条
約
一
、
別
段
の
丈
め
が
あ
る
渇
含
に
は
、
そ
心
む
め
が
優
先
的
に
山
民
泊
さ
れ
、
片
品f

介

υハ

一M
Y
条
が
泣
吊
さ
れ
れ
Q
ν

間
際
条
約
一
、
知
的
財
必
佐
川
1
計
に
伐
す
る
祇
則
規
川
町
が
存
と
す
る
か
に
つ
内

取
の
内
国
民
付
込
F
M
則
か
、
り
侭
触
規
則
を
直
長
。
ー
さ
川
ず
い
」
と
が
で

L、

宝
ー
の
渉
外
的
伶
り
プ
に
つ
い
て
も
似
護
凶
作
1

誌
を
ほ
氏
L
一
に
い
る
ふ
一
心

J、
円問

（
｝
同
際
条
約
乙
の
迎
用
関
係

公
和
さ
れ
た
条
約
お
ふ
び
般
的
に
承
認
さ
れ
た
？
十
八
際
法
規
は
£
一
九
法
と
り
等
心
効
力
を
布
リ
ム
i
G
I

／
）
川
尻
友
し
さ
れ
て
い
る
た
け
の
、
知
的

wf彪
権
の
お
外
的
紛
争
に
一
川
一
限
条
で
〕
第
四
条
円
い
ず
れ
が
誌
般
規
則
と
し
て
俊
光
的
に
ち
起
用
ゴ
ハ

れ
る
か
が
間
恕
と
な
る
c
m
w
uド
」
で
は
、

引
「
際
条
約
と
当
凡
1
r
J

渋
（
三
苫
川
均
係
に
お
レ
亡
、
前
者
は
年
什
υ
別
法
、
こ

L
、
従i
名
目
般
法
、
こ
間
引
し

ハ
ご
勺
ノ
、
J
4

引
別
法
俊
先
の
原
町
～

に
基
づ
き
、

窓
際
条
お
は
P

閣
内
法
J
り
州
佐
川
口
小
山
に
迎
用
ず
る
と
解
さ
れ
て
い

［
た
が
っ
ご

知
的
川
町
時
梧
U
R
岩
に
関
す
る
抵
触
胤
円
川

r
っ
き
、

三
う
立
は
な
い
場
合
に
は
、
第

き、

J
子
説
で
は

パ
リ
条
約
第

粂
や
ベ
ル
ヌ
条
約
第
九
条
第
一

さ
る
、

2
の
有
力
な
凡
院
が
為
る
も
の

事
く
の
学
説
は
こ
れ
ら
の
条
約
の
内
凹
え

η泊
原
則
J
U
弘
氏
触
規
則
｝
ふ
い
ず
、
外
人
法
J
解

J

亡
、

、ー一

1
w

ょ
っ
亡
、
知
的
川
町
一
様
の
俣
市
下
い
週
以
り
さ
れ
る
抵
触
規
則
は
め
凶
品
ず
な
る
「

一一一一
j

、

午
、
l
h
J
v

－

著
作
権
の
門
店
芹
に
つ
し
ー
は
、

ベ
λ
ヌ
名
、
札
制
第
利
条
治
二
前
（
を
収
納
規
則
と
す
る
与
え

H
！？日出い

伴
国
で
は

同
条
約

説第
一五
j＼条
堂 さわ
同二
j、 rJ1
＇~さの

「

6 i民
家？を
H J円、

｛乍斗
物主
の＇.！，＇
干J J~ 
μγ  
j了 ？，
5記
i長明
き長
張工；
るて
~ l者
f 作

活習
3干u

五5
；工（主

主告
主む
耐宗

千了

jJ－ 才L
h、7こ
れ 地
て の
おィ去
,, ＇い→

均千.，与
さジ ヲ
数 る

一
誌
は
知
的
院
一
昨
権
の
川
崎
地
王
語
原
則
に
繋
台
し
て
い
γ
Q

こ
い
わ
れ
る
保
一
一
議
同
法
訟
を
一
が
っ
て
い

国
際
私
法
第
三
二
条
（
不
法
行
為
）

以
下
で
は

ギ
法
行
為
に
践
す
る
託
制
規
引
を
ほ
認
し

h

刻
午J

対
倖
潅
侵
害
に
渋
ず
る
抵
触
如
引
の
決
’
必
に
お
w

て

、

第

刈



条
と
の
品
川
市
関
係
会
一
明
ら
か
に
す
る

v

）
改
正
規
広
三

au口

日
開
山
広
法
第
一

A

灸
で
は
、
以
下
の
て
っ
に
ア
刑
法
行
為
に
関
す
る
抵
触
規
則
が
設
汁
つ
れ
て
い
る
。

＠ 

問
際
私
法
第

二
条
（
不
け
い

h
為）

' ＼ιノ

T

川J
…
ヶ
山
一
刊
は
、
そ
心
h
u
f
v
v
fれ
わ
れ
↑
」
地
の
伐
に
よ
る
〈

、つノ

T川J
…
ヶ
日
州
ベ
μ
行
わ
れ
た
υ
持
、
同
の
出
の
山
に
加
ぃ
円
者
三
M
K
I
T
E
U
の
常
附
げ
が
ム
↑
り
る
渇
合
に
は
、

h
r
t
d
小
印
刷
川
バ
パ
に
か
か
わ
ら
ず
、
て
わ
m

引
は
に
一
品
川
令

幹1~i:：こおける件｜斗知的財産推のじ害にJj ,ti＇.，保，：0,

＼よ

叩
存
者
し
快
主
川
背
｛
け
問
に
存
在
日
、
ス
－
u
k仲
間
係
ぷ
［
小

μ
行
為
に
よ
コ
て
r
R
1
2
」
札
る
場
介
に
は
、
京
羽
。
」

Jlvr
羽
り
浪
｛
疋

rカ九
ωyhu
レJ

す
、
そ
の
法
律
問
一
仏
心
単
純
法
に

I
る

A、
→J 

民
乃
」
T
↓治

店
六
荒
川
疋
に
よ
ハ

L

外
同
い
が
述
町
引
き
札
る
A
A

ハ
告
に
お
？
に
＼
不
詰
行
出
土
よ
hw
羽
生
－
花
償
詰
ボ
作
は
そ
わ
性
引
が
川

μ
に

んか引ふ
いほ

ztudハ却な一山
I

川慌にー一
f
M
り
も
の
で
は
な
い
か
、
土
ι
口
、
〔
心
箆
国
古
本
叫
礼
的
」
川
町
古
4
h
い
の
治
沼
μ小
児
償
む
と
は
町
九
円
安
な
程
九
九
V
J

程
ヘ

る
乙
き
に
は
、
こ
れ
九
十
一
b
u
h
v
な
い

日
mh
私
法
第
一
二
条
は
、
末
法
行
為
を
ー
そ
の
行
為
が
じ
？
わ
い
れ
十
一
泊
」

の
十
仏

F
J
M

刻、

f
h

法
行
為
川
喝
さ

に
達
弘
、

J

て
お
り
、

「
そ
の
行
為
が
わ
わ
れ
た
沿
は
沿
外
右
法
む
一
一
会
ほ
の
「
町
ハ
沼
た
る
事
長
が
八
円
牛

L

h

ムペ
i

池
乙
解
さ
れ
て
い

ぐ
河
わ
い
く
、
行
動
治
お
民
び
結
果

ま
た
、
改
H
に
よ
っ
て
日
通
常
府
地
法
心
適
用
（
第

一
羽
）
お
よ
び
従
属
的
中
一
結
♂
第
一
一
孔
）

れ
γ

J
る
。
ネ
一

L
亡
、
必
れ
弘
法
爺

－
条
が
採
っ
た
町
別
表
議
は
、
法
及
川
京
一

t
公
ぷ
に
よ
り
府
決
て
き
、
別
ハ
止
の
条
文
を
設
け
る
必

安
店
主
レ
と
ず
る
従
来
の
批
刊
か
ら
一
品
止
さ
れ
た
、
β
、
現
ん
よ
山
市
な
必
民
性
が
大
き
い
が
ん
や
け
賠
偵
式
年
の
制
限
規
定
以
衣
現
JE改
め
、
閣
】
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r日

な

X
じれムに

一
24
凶
引
）

r

）
弘
前
二
阿
久
人
ヘ
叩
的
財
疋
慌
の
保
護
）
と
の
迎
氏
関
係

J、
円問

詩
的
川
町
屋
拘
の
伎
宝
一
は
f
h

法
行
為
の
性
質
中
有
す
る
た
め
、
第
一
一
一
条
に
連
結
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
し
か
し
な
う
ら
、
第
二
阿
条

が
第
一
条

η
特
別
規
則
と
し
ζ
や
置
付
行
ら
れ
て
、
る
に
氏
、
知
的
財
停
権
－

d
p半
ハ
は
絞
末
法
行
為
と
は
異
な
る
第
川
条
に
述

ナ）

給
さ
れ
る
o

r

第
一
二
条
」

第
川
斗
項
一

一
般
γ
ハ
法
行
品
川
河
川
め
ら
れ
る
卒
後
円
叫
ん
じ
な

山一ご

は
川
一
的
対
ピ
惟
の
山
況
判
に
も
認
め
ら
、
れ
る
乙
そ
の
位
、

夫
婦
＼
守
山
府
地
法
一
第
一
条
第
現
）
お
よ
ひ

お
よ
υ渋
谷
賠
償
直
正
の
制
限
胤
定

－J
｝／、

1
4
J
I
－－ 

引

牙÷

法
務
部
解
読
で
は
、

w
k
m
同
町
兆
私
一
第
二
条
第
一
取
、
）
う
L

の
渋
rMm

に
一
口
及
し

L
が
、
多
数
日
以
で
は
知
的
刻
版
権
の
冷
質
に
↓
止
し
ば
し
収
打
、

む
の
阿
川
朋
IU
も
知
的
制
川
岸
花
心
浸
市
f
H
L

認
め
ら
れ
る
2
解
さ
れ
て
い

王主

「
同
｛
江
己
主
d

伴

村
田
大
訟
は
判
訳

卒
中
で
は
、
外
凶
の
権
利
口
一
侵
i
一山をパーマ

d

さ
せ
る
科
同
亡
の
一
行
為

予ヘ
J
I
l
l～J
1ゴ
：
可
け
し
て
4

こ
λ

ム
ヘ
ノ
一
一

i
J々
ノ
／
ノ
チ
ふ
f

三

刀

ロ

ド

円

貞

〉

『
阿
合
同
巳
事
件
”

J
Y
素
材

と
、
〕
て
、
知
的
財
性
協
の
俣
市
h
L通
阿
川
さ
れ
る
拡
ー
が
規
則
や
そ
の
速
払
点
、
そ
、
ν
て
、
同
事
件
ド
悶
す
る
J

よ
討
を
検
討

F
る

ν

う

γ

日

全

人

民

X

C
三
事
件
」

の
概
裟

事
実
の
概
婆

X
は
円
i
小
川
氏
に
長
ゴ
パ

ん
J

川
本
法
人
で
あ
り
、

日
本
心

P

伐
採
rM
唱者
t
d
d
る口

Y
は
斡
1
1「
ソ
ウ
凡
で
衣
川
服
販
売
業
に
従
主

オ3

コ
ン
ィ
二
ム
タ
利
仇
刷
業
者

r
xの
資
録
商
際
け
偽
訟
を
依
頼
し
、
け
ム
コ
な
渋
川
用
権
町
市
が
な
い
ま
ま
、

i
記
の
偽
円
以
宍
れ
ゆ
人

を
内
誌
凶
小
廿
何
↓
付
し
た
ア
ノ

l
ン
t

ソ生
J

を削岩
ρ
五

L
、
ご
れ
を
日
本
の
小
売
慌
に
政
川
l
た
～
以
下
、

本
川
パ
収
先
／
什
小
品

と
レ
加
つ
ー

ふと
汁亡

'Piえ人法学； GO 、＇.G1行2） キl出［2υ1'. 3、



ヨ
本
心
小
売
刷
は
Y
し
か
ら
仕
入
れ
た
一
戸
イ
ヤ
ン
ャ
ゾ
時
uvk
耳
石
凶
内
に
ふ
お
い
亡
、
通
対
姉
怜
よ
わ
は
る
か
に
低
価
で
版
げ
ん
〕
た

J

ぷ
件

は、

X
が
U
本
一
内
仙
川
絡
の
侵
T
い
に
よ
る
営
主
！
の
制
作
、
告
す
円
台
4
d
日
に
、

Y
に
対
L
て
損
害
賠
位
向
を
請
求
ー
－
2
1

事
楽
と
あ
る
」

一
帯
こ
原
容
、

そ
L
亡
上
心
者
、
二
本
に
、

X
の一同

h

本
を
棄
却
｝

ζ
～ロ

原
審
の
判
断

x 
；土

川
本
の
小
売
商
が
Y
か
ら
牡
人
れ
た
一
プ
f
i～
J

ャ
ツ
等
」
／
一
川
本
ー
庄
内
げ
て
間
以
必
ず
る
こ
こ
に
E
っ
て
、
リ
一
業
f
の
い
久
告
が
九
九

年
し
と
司
る
以
一
、

Y
は
X
の
日
右
側
標
併
を
い
侵
害
し
た
こ
と
と
な
る
た
め
、

Y
に
お
汚
賠
償
長
任
が
丸
山
る
と
主
怯
し
て
い
司
司
令
。

：
！
～
〉

村
一
一
三
ヲ
乏
J

よ
る
だ
主
口

f

仲
間
償
請
求
は
私
人
慌
の
対
尚
濯
に
北
川
つ
い
司
た
請
求
で
忘
句
、

以
外
り
市
中
九
五
が
合
主

け
本
夜
店
一
什
権

幹1~i:：こおける件｜斗知的財産推のじ害にJj ,ti＇.，保，；0c

れ
る
と
め
準
拠
訟
の
伏
江
て
い
小
必
山
久
九
円
以
あ
る
凶
際
私
リ
レ
第

今
川
山
条
（
知
的
引
洋
絵
ハ
コ
川
護
）
は
侵
ー
ム
口
地
「
い
に
よ
る
べ
き
で
め
る
と
し
て

本
件
に
お
い
て
日
本
市
内
山
店
経
が
央
似
さ
れ
、
そ
の
似
設
が
求
め
ら
れ
、

侵
害
が
f

同
｛
止
さ
れ
る
い
キ
い
が
刊
拠
出
と
ほ
る
と
み
る

Z
J
I

、

ψ
J
4
v
 

ん、

X
の｝土品即日
ι
［
r
小
向
標
権
の
何
日
宇
に
悶
連
「
る
も
の
と
は
な
く
、
的
日
円
の
γ

小、？
μ
行
為
に
よ
る
も
の
と
み
ゐ
場
九
円

べ
芳
一
で
あ
る

り

行
川
川
地
で
あ
る
峠
囚
法
P
L
h
z
市町
UM
生
地
で
あ
る
ヨ
京
法
が
九
川
［
目
さ
れ
る
λ
一仁、
f
h
I

、
以
な
が
ら
、

ωi 
1
 

6
 

却下、人X
 

F
 

一
机
収
不
出
4
1
為
に
闘
す
る
恥
触
規
別
別
で
あ
る
国
際
私
法
第
一
一
条
第
一
点
け
や
必
一
泊
さ
れ
る
〈
」
そ
こ
で
は
、

｝ふ

ヘノ一

J
J乃
ぺ
丁
〉

L

，riサぷ
J
ん

汗

3
4

れ
た
地
の
決

が
吋
拠
法
と
な
る
た
め
、

百
本
の
小
完
明
hry’m
M
l

円
一
仕
入
れ
た
テ
ィ
ラ
ン
ャ

円
五
凶
内
に
阪
完
「
る
こ
と
で
、

X
の
げ
伝
刷
一
保
札
慣
が
声
長
的
に
信
正
門
一
さ
れ

～
一
事
実
は
認
め
つ
れ
？
止
、

Y
が
卜
記
の
よ
う
な
石
本
商
標
時
i

の口氏パ古

pr為
を
母
国
門
に
お
い
て
積
ァ
叩
i

的
に
誘
導
し
、
共
諜
L
f
な
ど

との十一一保守口
γ
認
め
る
い
一
と
の
で
き
る
託
拠
が
な
い
た
め
＼

y
m
…v
L
Aが
共
コ
川
ボ
叫
－
行
為
に
J
h
h
巾」」
J

る
ぐ
の
V
A
D

ニ
技
は
球
訂
が
な
い

方
、
仮
に
Y
の
販
売
行
為
は
よ
h
結
来
的
に
日
本
一
け
小
光
高
円
I

、
X
心
日
本
高
岡
山
権
全
校
正
す
る
日
一
〉
戸
川
宝
可
U

トザしに
ζ

し
て
も
、

Y
の
行
持
は
、
持
出
荷
際
法
？
？
つ
に
同
情
的
土
地
引
原
則
九
L
4
H山
川
明
じ
、
別
注
域
外
ト
組
明
に
効
ず
る
規
定
を
設
け
て
い
な
ρ
日
本
務
椋
川
い
の

問引釈
Tr
；

川
上
平
凶
牧
権
の
浸
市
川

ι訟
巾
ー
す
る
と
は
h
v

え
な
い
た
め
、

X
の＋
k

張
は
到
山
刊
J
v
d
l
い司

し
た
が
コ
て
、

本
内
販
売
行
為
が
け



r日

京
商
標
M
刊
す
れ
ほ
￥
］
し
、

ω折
、
〕
〈
は
寸
寸
べ
ぷ
の
川
一
完
凶
と
H
ヘ
同
小
法
行
為
が
J
仇

yvrる
こ
と
ユ
企
前
抗
〉
す
る

X
の
主
張
は
坦
臼
が
な
い
た
め
、

ヤ
ア
れ
以
上
川
叫
叫
す
る
余
ゐ
は
白
い
υ

J、
円問

大
法
鋭
の
戦
肌
削

一
よ
際
私
J
一
第
四
条
に
よ
る
／
＼
知
的
財
ぶ
作
権
の
伝
中
川
に
よ
る
不
法
行
品
は
一
一
存
地
法
が
準
拠
法
乙
な
｝
白
と
規
定
さ
れ
と
い
る

U

－
〕
二
、
れ
つ
f
L
、

）

7

7

 

は
本
に
お
い
て
日
本
の
小
売
併
の
日
4
高
川
同
町
拾
の
佼
告
に

Y
が
教
川
町
一
お
よ
び
相
坊
を
し
ト
、
こ
と
を
江
山
こ
す
る
摂
止
口
賠

償
請
求
心
叶
I
T合
は
、
侵
害
地
法
で
あ
る
川
本
刷
一
以
法
第
一
一
七
条
叫
J

の
解
す
代
に
よ
る
べ
一
三
ど
め
る

f

力3

I/ 
f,J; 
η： 
ム、

Y
の
行
為
が
偽
f
E

［
た
市
山
T

す
ハ
J
J告
し
た
衣
府
民
J
E
日
本
刀
小
売
引
に
t

へ
川
世
に
跡
、
川
ず
る
こ
と
で
、

日
本
の
出
内
に
品
レ
仁
川
本
病
問
υ

権
の
浸
芹
行
為
古
谷

円
均
に
さ
吐
、

一
記
の
侵
害
行
る
の
制
効
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
記
録
に
！
れ
れ
て
い
る
知
的
財
件
拾
に
問
ず
る
日
本
且
批
判
一
一
け

、
り
熔
知
山
市
に
よ
る
ー
ヘ
ー
品
開
地
キ
義
阪
H／
ゃ
ん
外
市
し
て
い
る
円
本
古
川
也
市
伐
の
ド
ー
で
は
、
内
様
椛
が
ぜ
可
録
さ
れ
七
国
の
月
広
域
外
JL
勺
刊
誌
山
川
在
不

憶
の
を
録
同
九
お
け
り
る
門
院
中
を
説
得
「
ず
る
行
為
刊
で
は
不
信
つ
為
を
一
併
以
し
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
た
め
、
一
保
存
心
判
断
は
不
渡
切
伝
説
不

二ふり
p

、γ
晶、、ノコ

J
G
2
J
q
ν
6
 

し
て
Y
二
共
同
不
法
行
為
の
互
に
い
な
誌
め
ム
広
か
っ
た
白
け
は
ど
主
で
あ
る
じ

会主
戸 J

大
法
院
判
決
の
分
析

立h
本
刊
は
、

い
上
本
法
九
で
あ
る

X
が、

品料
M
門
に
お
い
て

E
本
利
楳
悼
怖
の
い
情
d

古
川
町
史
遺
し
巨
木
の
小
芳
一
凶
に
販
冗
ず
る
、
L

三
、
、

調
隙
怪
の
伝
ι
自よいも生ド
ν
さ
せ
ん
｝
Y
H
L
川刊
1

）川相ニ
u
賠
償
を
可
円
吋
ナ
〕
た
事
案
で
あ
り
、

一、し
f
〉
年
改
正
の
し
尚
、

知
的
目
別
人
件
慌
の
侵
百
に
泊

則
さ
れ
る
誌
角
規
制
一
り
決
定
に
持
す
る
品
有
国
法
の
解
釈
を
別
絡
に

Lbf、
最
初
の
火
山
院
時
決
と
あ
る
。

抵
触
規
則
の
決
定

本
パ
バ
ト
丑
刑
さ
れ
る
ほ
ι細
川
山
内
引
の
決
む
に
つ
き
、
以
容
は
、
第
時
一
条
と
争

条
第
砲
の
山
刀
に
戸
及

L
て
い
司
る

ιι
汁
し
、

'Piえ人法学； GO 、＇.G 1 行~） 三凶［2υ1'. 3、
井、



大
法
医
判
決
は
お

一
一
一
名
門
前
一
取
に
一
円
及
サ
ず
、
皆
川
一
凹
灸
に
長
一
っ
き
「
知
的
目
的

vr怯
の
伝
中

L

よ
る
不
法
行
為
は
円
以
竿
地
誌
が
準
拠

法
y
y

一
仕
る

条
第
項
に
も
亡
り
刊
拠
去
を
ハ
内
々
に
」
1
J

る
一
こ
y
し
な
る
と
、
そ
の
法
的
白
川
で
あ
る
「
そ
の
行
為
が
七

J
k
l

ぷ
I

、
い
る
。
第

は
、
桜
外
科
ト
引
い
川
市
一
一
条
第
項
の
川
町
凡
で
ノ
也
事
実
子
一
発
牛
し
行
也
」
に
関
す
る
解
釈
す
一
三
け
継
ぎ
、
行
動
訓
乙
J
L川
県

民
党
パ
ー
泊
ご
は
る
ゆ
人
め
、
第
二
学
第
仙
一
で
直
ヘ
ト
改
川
市
ζ

リ
刊
一
悼
の
以
d
h
I
L吐

出
走
ζ

）
に
こ
こ
に
つ
き
慨
ね
災
前
は
な
い
n

学
説
i

人
バ
ロ
出
判
決
が
適
川
さ
れ
る
芯

い
ほ
川
忠
則
を
掠

平
外
で
は
、
引
担
当
防
償
請
h

い
れ
た
け
引
な
さ
、
札
、
常
温
条
口
抵
触
河
イ
一
と
な
っ
た
c

必

b
、
主
止
請
求
、
い
な
さ
れ
と
没
合

ι
っ
し
て

み
る
と
、
斡
判
で
は
、
①
工
芹
止
請
求
は
お
山
口
賠
償
請
求
と
同
じ
〈
知
的
対
梓
沼
市
の
侵
存
に
よ
る
法
作
効
果
で
た
る
こ
と
、
広
一
回
際
な
法

幹1~i:：こおける件｜斗知的財産推のじ害にJj ,ti＇.，保，；0c

知
的
叶
v
L

住
権
怯
筈
に
院
す
る
抵
触
規
則

（
第
二
四
条
｝

L
L
L申
hhι
二
品
開
山
門
円
一
｝
ぺ
r
t

む
汗
U
仙
似
河
沈

ノ」一一

l
i
b
i－
－

i
；
1
4
R
1

が
川
出
店
新
誌
ぎ
わ
し
た
三
と
を
理
由
に

川
町
も
長
吉
賠
償
詰
求
と
何
枚
に
第

し
、
叫
手
作
柱
の
い
え
安
心
湯
舟
に
は
、

い
て
も
治
二
同
全
に
優
先
し
f
」
ベ
ル
ヌ
条
約
第
斗
条
第
一
頃
が
適
刑
さ
れ
る
）

V

何
粂
ー
と
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る

の
請
求
に
つ

「
侵
害
地
」

に
関
す
る
学
誌
と
大
法
院
判
決
の
関
係

ル

J) 

；肘

臼
,,, 

て

l土
，，，、

ヘ

オt
( 

', ' 
争占

＇・＇ト

（！メ人民半、らii (6 JG三＇ JZ(ii 〔2りlキ 1

人
法
防
判
決
で
問
、
符

目
争
、
の

ー
れ
民
主
地
法
」
が
ヨ
本
尚
悼
法
こ

3
れ
た
ち
の
の
、

三
亡
、
以
卜
で
は
、
第

間
九
売
の

H
M
I
－
↓
地
に
閑
ず
る
、
γ説し
r
大
法
院
判
決
に
恥
け
る
「
侵
半
口
抗
に
の
関
係
官
分
析
ず
る
し

の
解
釈
に
閑
」

3
0守
一
説
を
ヴ
守
二
、

は
h
h
川
ポ
九
九
生
地
の

仏
門
川
条
の

1

伎
筈
池
」

「侵
d

古
対

日
吉
行
河
川
均
j
v
l
r
H
め
る
と
す
る
見
剤
、
以
）
一
ロ
川
町
一
移
動
に

F

士
。
侵
筈
だ
け

E
は
仕
く
、

ん
い
泊
は
ι
呉
川
架
九
九
生
泊
ど
け
で
は
な
く
、

多
発
的
以

f
ン

タ

ネ

y

ト
ト
の
佼
告
げ
い
も
対
z
山

γ
る
た
め
に
は
結
果
九
九
生
地
お
よ
び
加
中
川
行
為
地
り
コ
、
は
咋
拠
法
の
決
定
は
雑
し

ノ
＼
加
宵
F

心
待
の
態
様
、
ロ
恒
常
結
岡
本

η
充
生
組
、
同
校
市
東
門
に
よ
Q
P何
寸
」
口
お
よ
び
一
包
品
査
会
守
地
し
す
の
禄
々
な
民
事
引
を
い
か
た
i

考
握
し
と

池
了
ピ
併
す
、
き
で
た
る
と
さ
G
見
附

長
山
よ
口

F
、
「
総
合
考
伝
説
と
い
う
し
」
が
あ
る
し

T」世j



r日

各
々
の
学
「
択
し
一
人
法
院
判
決
い
お
け
る
「
μ
民
主
地
L

の
関
係
主
防
次
ム
て
い
く
と
、

ま
ず
、
①
の
け
心
酔
は

1
侵
宝
地
」
主
知
的
財
産

宝
ー
の
以
泊
、
キ
究
開
別
に

F

仇
コ
て
、
「

J
F自

と
い
う
出
来
が
実
際
に
党
外
1
3

〆た
J

む
と
却
す
る
も
の
で
あ
る

J

大
法
院
判
況
が
「
侵
害
氾

J、
円問

法
」
を

1
A小
判
師
同
法
／
一
判
一
4
1
J
て
い
る
い

ぐ
か
ら
、
日
七
の
「
侵
市
γ

い
が
を
か
咋
凶
で
の
行
為
に
よ
っ
て
よ
小
有
田
川
権
の
「
侵
出
什
」
乙
い
ラ

結
集
が
八
正
午
7
L

ゆ
人
地
と
併
さ
れ
れ
ば
①
の

M
一
併
に
払
っ
て
リ
リ
貯
ー
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
人
法
況
判
決
古
ら
は
定
か
で
は
な

j
d

コ
J
W

入に、

上
記
品
川
）
の
見
解
は
、

ι
知
的
防
咲
権
の
同
佼
昌
平
門
ψ
U
ム
ヤ
法
ノ
仁
品
心
性
貨
を
心
し
て
い
る
こ
に
に
そ
の
根
拠
を
お
さ
、
川
沿
れ
私
法
第

一
一
条
町
1rι

連
結
点
に
お
す
る
議
論
zvこ
佼
害
地
」

万
解
釈
に
店
長
川
す
る
も
の
で
あ
ξ
し
ト
人
法
完
判
決
で
は
、

民
吉
鈎
一

に
つ
き
加
者
行
為
地
や
結
果
党
小
池
、
九
段
ず
る
検
討
が
さ
れ
な
い
ま
ま
準
処
法
が
決
｛
屯
さ
れ
て
い
司
る
た
め
、
A

引
の
け
ん

mms一
死
川
予
、
れ
て

い
よ
円
い
よ
う

L
Eい
わ
れ
る
つ
ま
た

②
C
U川
同
町
は
よ
小
リ
レ
行
為
に
向
寸
る
花
川
畑
矧
引

へ市

条

俗

ポ

J

E治
川
L
て
も
、
同
根
L

ず
る
日
〕

2
が
で
き
J
Q
は
ず
で
7

ジ
ム
切
だ
め
、

州
市
二
百
条
が
却
設
さ
わ
た
意
義
に
院
す
る
説
別
）
や
求
め
ら
れ
る

最
後
に
、
①
の
総
ム
門
V
C
F同
υ

説
は
日
目
宇
一
地
の
判
制
に
お
い
と
Y
広
三
引
を
さ
屈
し
て
押
力
的
ド
解
「
べ
き
で
町
一
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
っ
本
件
と
の
関
係
を
み
ゐ
L
Y

、

本
件
い
は
完
行
為
が
韓
同
f
J
h
わ
れ
允
た
め
、
続
hL
口
机
は
幹
国
て
あ
る
と
解
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
勺
し
か
レ
な
が
ら
、

r
刊
い
れ
ば
国
境

ユ
ザ
」
制
念
す
る

τ日
’
凶
問
？
な
イ
ノ
タ

1
3小
ト
上
の
侵
牢
と
は
性
質
！
日
以
ハ
な
る
均
u
聞
の
移
動
に
よ
る
H
R
L
T
一
が
発
止
し
～
～
事
交
で
あ
る
ヤ

と
ー
主
人

Y
八は
u
ロ
ム
法
人
で
あ
り

ベ
件
以
完
行
為
が
な
け
れ
ば
川
正
の
小
党
商
に
よ
る

X
の
権
利
の
伎
山
喜
一
J

M

V

／
に
な
か

77Jた
め
、

本
件
販
引
P
T
Aは
実
質
的
に

E
本
白
内
で
計
上
れ
た
止
の
ζ

躍
す
る
こ
ノ
↓
子
で
き
る
ご
と
、
そ
し
て
、
本
料
販
冗
行
為
に
よ
J

て
持
利

の
侵
告
す
門
が
現
実
化
さ
れ
、

侵
害
地
」
は
い
し
本
乙
な
る
可

X
に
問
問
主
い
を
守
え
一
に
い
る
と
三
つ
は

R
牛
で
あ
る
三
こ
、
を
寺
山
出

F
る
こ
、

3
一

詑
牝
が
お
い
が
、
十
人
法
院
刈
況
か
う
は
読
み
取
る
こ
こ
が
と
き
仕
い
。

川
小
ト
の
よ
う
に
、

u
k
h
R泊」

っ
て
一
長
会
地

l
t判
断

に
認
す
る
い
よ
説
は
分
か
れ
て
お
り
、
一
人
法
涜
判
、
必
ぃ
h

J
ず
れ

［
て
レ
る
か
は
暁
ら
か
で
J

h

J

げ
も
し
が
、

現
ム
れ
の
よ
う
な
r
ン
々
！
ネ
一
ァ
ト
札
ん
で
い
お
‘
v
c
p外
的
な
知
抗
財
産
権
侵
告
の

内子じっムでは、
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性
質
が
考
慮
さ
れ
た
へ
切
の

総
合
考
慮
説

が
多
い
よ
う
と
あ
る

c
v
yナ
ぷ
怖
が
ら
、

必
）
の
見
併
は
「
い
は
主
↓
地

の
判
断
に
品
川
主
ず
か

将
J

段
々
「
れ
る
た
め
、
明
確
な
い
年
準
を
午
、
え
る
戸
、
と
が
で
き
な
い
」
そ
の
た
め
、
（
ゅ
の
足
訴
が
、
「
侵
生
日
地

の
判
断
が
凶
駐
仕
イ
ン

夕
、
ネ
ッ
ト
！
の
佼
守
口
乙
は
性
質
予
m
到
な
る
本
件
に
迫
骨
ず
る
か
疑
問
と
あ
る
。
思
ラ
に
、
侵
出
什
心
性
質
J
Y
苦
慮
し
、
「
侵
宗
治

4
断
を
す
る
な
ら
ば
、
イ
シ
タ
i
ネ
ヅ
｝
上
の
ド
ロ
主
口
／
｝
止
と
つ
ノ
引
は
は
、
ド
ド
日
告
を
別
か
に
考
え
る
こ
と
が
泊
切
で
あ
る
と
ば
わ
れ
る
。

大
法
院
判
決
に
関
す
る
学
説
と
韓
由
法
の
累
積
病
問
憎
の
関
係

）
報
担
つ
の
議
前
と
押
御
法

間
以
審
は
準
拠
法
を
日
本
市
直
γ
法
と
し
た
う
、
へ
そ
の
冶
別
に
お
u

て
、
～
化
～
よ
り
本
件
助
、
先
行
為
し
は
弐
同
小
法
行
為
に
該
当
す
る
う
L

い

幹1~i:：こおける件｜斗知的財産推のじ害にJj ,ti＇.，保，；0c

う
り
可
引
が
不

l
分
で
あ
る
こ
L

一

心
本
件
以
冗
行
為
が

U
本
商
標
抑
併
の
い
い
ほ
宝
口
に
ド
γ
2
L
h
l
f
k
し
て
も
、

U
本
商
標
之
は
は
時
間
mv
向

標
法
と
同
様
に
居
地
王
義
附
統
合
採
用
叫
し
て
い
る
h

と
合
壇
日
に

X
心
請
求
人
乞
認
め
な
か
一
二
～

一
一
心
原
審
に
い
対
し
て

大
3

い
院
判
決

は
Y
、りた
ρ
件
h

い川告に
J

つ
九
円
以
ヨ
本
商
標
柊
の
山
府
与
の
針
山
肋
と
必
る
こ
T
／
～
が
で
き
た
と
し
て
也
、
不
畑
氏
1
／
h
b
る
リ
ヂ
附
田
町
伝
、
り
抗
肝
不
I

記
録
に
表
れ
て
い
る
知
的
刻
荒
縦
二
悶
す
る
げ
が
政
判
所
り
解
釈
」
で
は
、

「
間
世
問
機
か
守
録
さ
れ
た
国
の
謀
総
…
外
で
レ
I
1
4
M

ロ
～
｝
亡
、

十
削
除
権
の

お
け
る
伐
宇
乞
誘
界
「
匂
行
九
り
時
J

は
小
法
行
為
を
情
成
、
J
d
い
」
と
判
一
小
、

11Mry…
注
っ
て
、
時
回
以
心
地
則
一

的
迎
い
い
じ
明
同
に
言
及
士
「
、

日
ぷ
決
の
地
想
的
、
叫
店
範
同
の
み
に
門
及
、
三

x 

、－一一

〆

ふ

7
J

人
法
院
判
決
に
は
叫
丘
小
叫
す
る
が

炉
内
臼
法
の
地
述
的
迎
用
組
問
回
を
川
町
ら
か
に
1

）
な
か
っ
た
h

一
三
は
、
今
後
斡
M
H
H
h

の
ー
一
ー
に
は

お
い
て
、
域
外
七
九
日
）
、
お
よ
ひ
、
準
拠
「
い
が
成
外
行
為
心
を
、
虐
1
f
T
工
1J
る
也
制
作
に
は
、
山
崎
町
内
行
為
②
に
民
河
人
法
行
為
の
戎
げ
を
到
山

氏
ざ
る
を
初
日
：
な
り
、
こ
の
こ
こ
は
、
紅
白
下
一
件
濯
の
民
地
r
工
高
原
則
に
民
一
α
る
も
の
叩
占
め
る
こ
の
批
判
的
な
に
併
が
あ
る
。

方
、
六
法
注

4
3吋
に
お
ド
て
、
準
拠
法
乙
な
る
日
小
法
が
厳
格
な
四
川
内
均
五
支
出
則
を

rr
二
、
い
る
と
リ
リ
不
、
？
れ
丈
の
は
、
一
カ

ド
リ
ー
ダ
ー
事
件
－
最
高
成
判
決
（
以
ト
、
ー
円
平
品
裁
判
決

可
乙
レ
F

〕
乙
）
、
β
、

一
次
が
国
の
特
許
花
お
よ
ひ
以
法
に
照
ら
し
、

（
巾
哨
」 0) 
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r日

び
録
凹
の
領
域
外
に
お
い
て
れ
一
副
権
侵
半
］
を
陪
駆
的
に
1
背
中
一
す
る
行
為
に
つ
い
て
走
法
二
い
う
こ
と
が
で
き
ず
、

小
法
行
為
の
成

υ
長

っ
き
、
韓
国
の

ーυ
 

2
 

4
 

以
～
の
よ
、
「
に
れ
し
川
一
の
権
列
者
の
紘
一
誌
を
拡
大
L
d
hっ
と
す
る
考
え
方
が
ぶ
さ
れ
て
ド
司
令
。
訓示行－

 
G
 

O
 

G
 

h
Pナ

ふ
ト
パ

f
ノ以

J、
円問

作
J
M
1

具
備
す
る
も
の
と
筑
f
る
、
」
乙
は
で
き
な
い
」
乙
刊
不
し
た
の
を
採
尽
L
～
八
本
む
さ
あ
る
と
日
中
わ
れ
る
が
、
右

は
、
外
出
の
稔
利
有
心
保
一
点
に
欠
け
る
ζ

心
克
服
が
あ
旬
、
民
高
裁
川
叫
れ
こ
同
じ
く
山
内
外
ノ
「
為
ωゆ
が
問
題
ピ

な
J

三
本
件
に
辺

rJる
多
く
の
日
午
説
で
J

台、

γ
ば
わ
ち
、
事
件
販
売
行
為
へ
域
μ
ゾ
行
持
①
）

に
つ
い
て
論
じ
た
学
説
を
λ
る
と
、
レ
ト
朴
い
版
グ
七
為
に
円
本
高
阿
U
F
M

唱
の
門
校
同
を
牛
じ

日
本
法
に
お
い
と
川
上
午
前
出
権

ι俣
市
川
を
中
じ
汽
廿
】
I
G

明
外
で
の
行
為

行
為
一
札
）
を
日
夜
半
口
と
す
る
規
定
か
設
け
ら
れ
に
場
介
、

合
、
が
ド
エ
張
さ
れ
て
い
る

J

さ
廿
九
一
い
只
任
宮
町
い
J
1

と
と
が
で
一
持
一
る
世
石
川
ん
と
し
亡
、

J占
外

い－
Y
か
品
目
下
両
に
お

hvc日
本
出
い
場
権
の
川
目
白
半
口
を
投
殴
ー
で
日
，
行
為
を
一
利
〆
た
場

日出は！リ
U
治
的
開
店
と
し
て
、
を
の
民
が
規
定
さ
れ
わ
は
、

事
件
政
完
行
為
は

U
本
内
様
作
刊
の
浸
半
口
L

ユ川

ー
す
る
余
地
が
み
る
と
ず
る
見
解
で
丸
打
、

ん
は
日
本
む
小
川
向
が
山
本
町
札
1

持
の
同
／
f
H
u
ど
［
て
い
る
心
は
明
ら
ふ
？
よ
め
る
た
め
、

不
の
小
P7P凶
は
そ
の
侵
害
に
い
れ
す
る
い
州
当
涜
償
支
日
じ
が
あ
り
、

一一、

t
d
lわ
ん

i
人
ー
の
小
売
尚
に
J
る
l
人l
p

凶
椋
権
心
侵
害
行
為
は
Y
心
不
件

続
完
行
為
と
い
枕

的
に
詳
測
さ
れ
、
共
同
し
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
僻
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
め
、

Y
に
も
共
同
小
出
行
為
者
J
し

亡
そ
の
責
任
乾
同
門
で
旧
制
中
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
と
「
司
令
見
解
で
あ
る
じ
い
の
は
併
は
、

η
拠
法
！
と
仕
る
l
札
法
の

解
釈
に
つ
き
、
良
品
川
誠
判
決
が
夫
凹
特
弁
柊
の
れ
店
主
口
を
お
賄
側
的
に
誘
片
山

7rる
リ
ム
む
の
行
弘
（
山
崎
外
行
為
川
こ
は
日
芝
山
中
k
t時一次ぃ：
J

一
系
第
え
（
一
以
下
、
累
積
適
凶
泌
ど

主
い
こ
こ
を
攻
回
に

E
本
法
問
第

の
れ
パ
M
H
二一一一
T
代
f
字
、
ン
タ
ル
市
事
実
力

一
、
コ

ζ
！
l
v
h
n
1
／
 

日
本
ノ
法
作
↑
一
依
レ
ハ
ん
一
ナ
、
ナ
ヲ
サ
ル
ト
L
t

に
該
当
す
る
こ
と
か
り
準
拠
法
で
あ

rr人
日
法
の
泊
尽
に
よ

r世間
相
害
賠
償
詩
ポ
子
認
め

る、」
ζ

が
で
き
は
h

r
一
判
一
ボ
じ
た
こ
、
、
ピ
主
づ
く
も
の
で
は
な
ノ
＼
域
件
／
七
九
州
～
は
は
主
法
に
お
い
て
も
遣
法
乙
詳
慨
す
る
こ
と
が
で

き
る
た
め
、
累
積
地
用
規
定
に
該
当
し
な
ど
一
と
や
河
山
に
、
城
山
川
行
持
伐
と
い
十
八
叶
叫
一

fJr…
行
片
付
に
土
台
渋
害
防
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る

一位一

余
地
か
あ
る
J
寸
る
日
本
の
学
説
お
よ
ひ
長
亡
同
法
判
決
の
反
対
意
見
に
依
拠
し
た
も
わ
で
た
る
と
忠
わ
れ
る
－



ιし
し
の
工
え
ノ
に
、
人
法
院
判
決
に
閲
す
る
多
く
の
パ
Jvd
で
は
、

iyA
法
が
域
外
行
為
川
）
な
逗
法
と
す
る
規
定
や
法
解
釈
を
採
る
な
ら

以
、
本
作
敗
完
七
九
一
成
外
行
λ

可抗）
J

）
仁
共
河
T

刑
法
行
為
に
よ
ア
臼
船
二
u
賠
償
前
本
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
y
し
述
べ

る

｝
多
く
の
宇
品
／
一
尋
問
法
の
良
一
世
泊
目

と
こ
ろ
で
、
多
〈
心
？
設
C
は
、
仮
ピ
川
本
法
が
岐
川
刊
行
均
一
止
を
達
法
と
す
る
場
九
μ
に
、
端
中
烈
法
、
と
は
る
は
本
法
の
適
川
ー
午
i
た
コ

亡
、
ト
記
川
本
法
の
累
活
必
川
県
山
止
、
r
日
I
：
、
日
戦
直
法
に
お
い
て
も
成
れ
L
い
円
九
必
が
違
法
／
）
な
る
、
」
こ
を
い
中
小
め
て
い
る
か
R
j
h
v
、

い
ヨ
か
え
る
と
、
準
拠
法
の
連
川
p
い
お
レ
て
、
韓
日
司
法
の
い
累
積
通
川
附
加
さ
れ
る
か
五
か
に
つ
レ
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
c

よ
っ
て
、
以

下
で
は
、
各
く
の
学
一
止
と
μ門
出
法
の
累
始
、
け
込
用
と
の
関
係
を
分
析
す
る
。

幹1~i:：こおける件｜斗知的財産推のじ害にJj ,ti＇.，保，；0c

知
的
引
J

性
格
U
1
1
口
む
法
外
的
紛
争
L

韓
同
法
の
摂
稿
、
必
瓜
が
さ
れ
る
か
T
h
H

ー
か
に
ぺ
い
と
み
る
2

第
二
U
T
第
一
節
で
法
へ
た
よ
う

r

国
際
弘
法
に
は
知
的
財
ι甘
い
い
牝
伊
九
六
に
お
す
Q
独
！
止
の
紙
触
は
引
と
し
て
第
二
四
条
が
設
け
ら
れ
て
日
り
、

一「一ハ～、

、c
～J
I

f

は
L
前
別
に
み
の
う
j
h

－幹竹

凹
伝
（
り
忠
世
間
治
用
規
定
（
渉
外
弘
伝
川
市

4ξ 
オエ
ノーグ
曜

が
信
政
叢
！
の

mu山
間
で
削
除
さ
れ
、
韓
凶
円
、
？
μ
の
採
れ
快
適
用
二
悶
ず
る
洲
町
出
は

べ
る
公
序
丸
木
収
（
凹
際
打
払
＋
仏
州
出
（
川
）
条
、

の
解
釈
に
工
る
こ
と
に
な
っ
七
と
の
改
高
泣
い
か
、
り
す
れ
ば
、
知
的
制
定
権
山
R
U
L
一一

の
渉
外
附
紛
争
に
韓
国
法
の
円
台
枚
通
日
が
さ
れ
主
い

2
い
つ
己
山
知
市
’
採
ら
れ
己
い
る
と
併
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
「
こ
の
こ
；
は
、

件
で

1
っ
こ
、
域
外
行
為
（

ωに
閉
す
る
韓
同
法
の
解
釈
と
は
関
係
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
円
拠
法
と
な
る
げ
ぷ
法
の

〈
地
担
的
溺
い
ん
パ
仇
同
ピ

〈
ま
た
は
規
定
）

の
み
で
、
本
件
阪
弁
行
為
｛
域
外
じ
為
ぬ
）
に
刈
ず
る

4

「
（
粁
を
問
う
こ

yuU
で
き
る
こ
ζ

士
意
味
す

関－
7
4ゐ）

解
釈

る
」
こ
の
ナ
f
m
町
、
多
く
の
山
f
J
h
H小

Y
つ
よ
う
に
、

仮
に
日
本
去
が
域
外
行
為
hrvy定
去
と
す
る
な
ら
ば
、
い
ヨ
訪
日
牛
法
の
適
り
に
」
ひ
汁
リ

木
作
山
川

dp仁
凸
吋
ヘ
山
内
外
行
為
①
）

に
い
宍
日
不
法
行
為
に
よ
会
沢
市
γ
川
賠
償
請
求
か
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
、
、
二
二
匂
主
張
が
成

v
－qJる

と
裕
一
す
る
日
｝
い
〈
が

総
出
に
お
い
て
冷
害
賠
償
請
求
が
認
め
ιJ
れ
る
か
r
台
か
の
吋
慨
に
は
、

キ
拠
法
と
仕
る
川
上
小
法

？
，
｝
／
、

a
l
a－
T
 

の

va川
結
果
う
L
f
V
A
序
条
？
川
引
の
関
係
に
均
す
る
検
汁
が
必
更
で
↓
め
る
。

切庁、
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r日

J
0
7
fも
、
ー
述
し
た
と
お
り
、
多
く
の
学
説
で
は
、
味
囚
法
の
累
信
一
、
川
市
パ
か
さ
れ
る
し
P
否
か
に
つ
き
述
ベ
ー
つ
れ
て
い
な
い

rめ、

知
的
引
な
棒
伝
ι
古
の
渉
外
的
紛
争
に
累
積
泊
尽
が
さ
れ
令
乙
い
う
川
悼
す
M
U
を
全
〈
六
uu心
了
J

る
こ
と
は

" 

－｝：、

J

1

 
ノp

0) 

アニ
ふヘ

版人t士主主； GO 'G 170) 三し焔「2iil'.'3 

J、
円問

知
的

MPM聞
記
件
伝
バ
百
の
渉
外
的
紛
争
に
幹
防
法
の
累
積
吋
刷
用
が
さ
れ
る
／
一
い
う
斗
…
場
か
ら
ふ
み
る
べ
多
く
の
学
誠
の
ニ
張
が
成
亡
J
る

九
一
、
人
り
ヤ
」
中
小

t

j

1

1

1

、

成
外
行
局
岱
）
、
つ
ま
り
、
転
向
け
権
叫
ー
の
UK告
か
生
じ
さ

i

げ
る
城
れ
で
の
／
作
品
、
が
沼
法
と
な
る
、
｝
乙
が
必

安
で
あ
る
h
M

、
域
外
行
為
必
に
持
一
0
2

ヅ
匂
特
注
法
の
解
釈
は
定
か
で
は
な
い
u

仮
に
韓
一
店
法
小
城
れ
／
七
為

mwを
ム
寸
止
法
ζ
↓
5
4
G
均
台
に
は
、

多
く
の

む
苛
一
日
叩
か
ら
い
う
と
、

tT拠
法
vど
な
る
日
本
法
と
技
い
パ
川
法

L
、
域
外
行
為
立
が
而
h
J
I
L
も
近
法
と
さ
れ
る
ん
一
め
、

法
の
透
川
出
に
よ
り
本
件
収
完
行
為

（
域
外
行
為
②
）

に
十
六
一
円
不
法
行
為
に
よ
る
諮
害
貼
償
請
止
が
「
刊
誌
仇
む
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
、
円
八
同
序
条

山
恨
の
透
川
哨
問
題
は
生
じ
た
も
い
L
F
h
わ
れ
る

以
戸
、
多
ノ
＼
心
学
一
叫
ん
と
悼
凶
3

試
の
累
偵
泣
用
と
の
院
比
げ
を
分
析
し
て
き
た
が
、
工
法
し
た
と
お
い
F

、
斡
図
版
の
崇
桔
透
川
が
手
れ
な

い
と
い
う
！
げ
場
が
M

杯
、
り
れ
て
い
る
泌
今
日
は
、

ゴ
ト
ム
ド
出
の
連
川
用
村
長
が
公
序
に
悶
す
る
か
h
円
か
の
分
析
が
必
要
で
み
る
し
公
中
条
項
内

つ
い
て
は

お
い
、
分
析
を
試
み
る
が
、
そ
の
一
分
析
か
ら
れ
ボ
論
を
光
収
り

j
る
と
、
準
拠
出
2
な
る
い
外
国
以
（
へ
ー
件

さ
は
ヨ
ト
ヘ
決
）
が
峨
外
行
為
必
J
K
存
法
と
「
匂
場
合
に
、
出
一
読
外
同
法
の
、
川
市
に
よ
り
域
外
行
為

ωに
共
同
ヂ
法
行
為

T
t
Q損
1
－↓同店

法
ぉ
一
円
丸
一
市
’
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
公
山
中
に
反
、
〕
な
い
が
、

t
中

ι4叶
パ
d

L

つ
い
て
ば
公
尽
に
反
す
る
よ
u

の
と
考
え
ら
れ
る
一

Mm間
半
早

公
山
山
一
条

fZL」
知
的
財
芹
和
佼
山
f

？
の
救
済

第
一
早
↑
／
L
3
べ
た
「
討
会
ユ
事
件
」
に
持
す
る
多
く
の
千
誌
の
中
と
は
、
似
に
日
木
法
が
域
外
行
為
①
z
V
｝
空
位
こ
す
る
協
会
に
は
、

日
本
件
、
の
泊

mruRづ
く
投
書
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
再
か
は
公
正
条
項
こ
の
辺
係
古
ら
刈
寸
断
さ
れ
Q

と

日
前
財
産
権
公
告
の
し
い
外
的
紛
争

ιお
い
て
、

八
ム
庁
M

栄
一
山
、
ん
ど
の
よ
う
に
肝
さ
れ
る
か
は
’
止
か
で
は
包
レ
し

11 
イ、Lι7 

h~ 



そ
こ
で
、
五
壱
で
は
、
山
内
町
判
決
渋
な
プ
円
七
え
の
つ
ら
、
『
M
A
U
－
－
士
山
下
件
”

」T
h

？
っ
九
八
γ
か
コ
ー
ド
～
」
苧
胴
上
一
と
三
L

条
汀
？
の
ヘ
刀
桁
を
行
、
っ
こ
ぐ
に
す
る
。
そ
の
問
、

lTト
ぶ
I
L

、
改
正
さ
れ
た
公
序
ゑ
円
ノ
を
紹
介
1

／
た
あ
こ
ヘ
第
付
加
）
、

一
般
的
に
知
的
財

豆
諸
の
侵
去
に
対
し
て
は
、
間
関
d
h賠
償
一
請
求
ど

H
で
は
な
〈
、
主
土
請
求
も
な
び
れ
る
こ
亡
か
ら
、
域
外
行
為
⑦
に
し
州
方
の
雨
求
が
な

さ
礼
三
山
窓
口
ぺ
公
子
条
汀
？
の
泡
川
市
J
の
河
係
か
ら
、
円
μ
ι
h
G
G
故
れ
が
認
め
ら
れ
る

T
V｝
分
析
「
る

ヘ

じ

P

P

M

－

z
t
I
A
B一

品川

Jm
公
序
条
剤
、
の
概
要

改
7r
妓
iMの
趣
旨

幹1~i:：こおける件｜斗知的財産推のじ害にJj ,ti＇.，保，；0c

国
際
ぷ
伝
治

。
条
で
は
、
以
下
心
よ
う
に
れ
訂
以
条
反
が
比
定
さ
れ
て
い
A
V〔

お一
r
l

朱
ヘ
社
会
刊
し
与
に
日
す
Q

外
同
法

ω制
定
）

外
国
い
に
J
る
べ
さ
場
介
に
お
い
）
、
、

z
c
司
疋
日
白
川
目
が
よ
暗
い
ん
［
此
の
主
九
L
b
M
U
併

＠ さ
心
胞
の
引
会
挟
山
内
片
岡
山
に
い
追
以
す
る
と
き
に
は
、
い
れ
を
γ

応
用
Jν

な
い

改
正
ギ
の
公
序
冬
、
頃
で
あ
る
法
外
恥
法
第

は
、
外
凶
寸
へ
の
規
定
が
ふ
A
H
げ
に
反
す
る
内
容
で
あ
る
場
合
に
そ
の
迎
い
い
川
い
が
排
除
さ

れ
る
ζ

の
表
点
が
さ
れ
て
い
た
υ

こ
の
い

ぐ
に
リ
ア
ペ
法
務
部
解
説
で
は
、
公
山
げ
リ
条
反
は
北
象
的
な
れ
l
M門
日
以

uz一
、
の
も
の
を
批
判
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
外
国
法
の
迫

μ結
果
に
よ
り
口
国
の
社
公
秩
序
が
伎
壊
さ
れ
る
ご
と
を
防
ぐ
た
め
に
迎
用
了

J

る
も
の
で
あ
り
、

A1

h
h
択
は
改
rー
に
よ
っ
て
品
、
の
品
目
己
円
を
目
別

t
九
に
し
て
い
る
／
一
説
川
さ
れ
て
い
る
川
ま
た
、
本
来
は
f
F
A
φ
条
一
心
の
お
川
府
を
防
ぐ
ベ
ノ
＼

1

阿川口口

に
」
〆
て
い
う
丈
一
言
を
辺
加
し
て
、
川
り
ら
か
に
む
会
秩
干
に
反
す
る
場
ム
バ
に
限
っ
て
、
い
れ
利
一
法
の
迎
用
を
排
除

γ
る
旨
を
川
町
不
し
て
ド 公

序

（！メ人民半、 Gi (6171' 1Zli7〔2りlキ 1



r日

公
序
遺
反
の
判
断
基
準

戸
勺
亡
と
川
叶
断
六
れ
、

ーυ
 

2
 

汚

当
才
市
卒
業
の
川
河
川
川
パ
洋
－
N
円
の
れ
皮

ζ
hノ
E
法
行
v

泊
府
民
恥
叩
ポ
の
異
常
牲
と
の
桁
刈
冴
係
訓

一ヮコ

そ
の
判
断
に
は
、
叶
事
者
心
庄
和
、
職
業
、
貸
卒
、
ル
止
，
1

川
状
況
守
の
諸
市
民
で
れ
か
か
考
慮
ゴ
ハ
れ
る
に
解
さ
札
て
い
る
ハ
だ－

 
G
 

O
 

G
 

h
pナ

ふ
ト
パ

f
ノ以

J、
円問

暁
臼
で
は
、
凶
際
私
法
に
お
け
る
公
序
は
、
純
粋
な
同
判
事
例
で
問
川
端
、
こ
な
る
J

時
国
民
法
第
。
一
一
条
が
定
め
る
「
菩
良
な
札
俗
そ

の
他
せ
会
決
序
ど
は
刊
の
概
念
で
は
仕
’
＼
何
回
法
の
泊
以
一
松
山
除
に
よ
勺
て
ハ
イ
ク
ヌ
き
「
日
際
的
公
序

一
般
的
に
外

パ
川
］
法
の
山
畑
用
結
果
が
公
予
に
反
す
る
か
さ
か
は
、

外
司
法
の
也
市
札
巣
が
ハ
小
山
し
か
に
反
す
る
か
い
ケ
か
の
判
町
立
川
仏
わ
は
日
本
法
2
同
じ

2存

i日

'" it: 
"f; 
IJ[ 

と
文l
IL 
Eli 
ぷ

t~ 
Lじ

；悟
｛自
ニ＇''" Ji 

以
下
で
は
、

外
凶
は
れ
い
り
追
川
引
に
上
っ
て
、

」
と
が
川
氏
序
に
可
ん
す
る
か
京
U
l
m
－一一

域
外
行
為
②
に
芸
止

L

帯
求
・
松
山
野
償
芯
本
吉
一
花
め
る

分
析
ず
る
っ
凶
wr
ね

K
上

阿
与
の
請
求
に
は
何
？

V

市
川
肉
店
よ
か
適
刑
さ
れ
る
が
、
各
誌
ボ
の
分
析
山
、
日
い

る
ト
人
う
に
刷
用
犬
、

れ
た
山
内

h
の
詰
求
（
り
効
果
は
異
な
る
も
の
J
さ
え
ら
れ
る
勺
め
、
ム
訴
求
ご
と
に
分
析
す
る
υ

（

J

主芹

ι一論一千ぺ‘

外
凹
法
の
九
刷
用
L

よ
り
仲
凹
で
の
行
為

る
」
と
は
、
以

f
の
担
（
ぺ
刊
は
か
ら
公
序
に
反
十
る
も
の
と
思
わ
れ
る
し
ず

主
yr，
ち
、
公
序
透
h

は
の
判
断
泉
市
か
り
ふ
る
え

が
J
J
J前

PR回
で
あ
る
、
」
こ
を
除
い
て
は
、
斗
づ
Y
M
れ
パ
同
心
待
利

一一比一

の
侵
宍
を
宇
と
き
古
る
行
為
を
行
い
、
で
の
’
U
Aに
什
刊
す
る
救
↑
前
を
n

ホ
め
て
い
る
と
、
ろ
は
韓
国
で
あ
る
た
め
、
当
一
政
事
京
と
山
口
同
問

戸
連
結
ヴ
）

悲
壮
は
あ
司
令
、
、
思
わ
れ
る
口

他
方
、
元
止
詰
求
議
は
与
？
の
か
的
財
版
権
法
や
恨
M
W
作
、
胤
／
7uJ1LVhwM倒
的
独
I
川
権
と
し
て
、
わ
リ
一
「
の
も
の
を
禁
J
H
ず
る
品
川

わ
な
此
済
千
川
い
で
為
る
に
止
、
中
↓
寸
北
川
刈
J

川
法
心
、
J

A

吊
に
」
h
と
伊
凶
ー
の
行
為
に
対
し
茅
止
、
清
水
士
一
北
吃
る
こ
と
は
、
梓
忠
一
し
の
行
為
者



7

つ
は
何
回
で
の
事
業
を
川
町
げ
る
こ
と
カ
で
き
な
く
な
る
こ
と
き
》
味
「
勺
し
こ
の
い
と
は
、
ゴ
一
政
外
川
の
棒
引
の
効
力
げ
I

九
何
回
で
実
担
さ

れ
る
こ
と
こ
な
る
た
め
、
外
臼
の
怪
利
幻
山
市
な
利
氏
、
再
一
認
の
る
韓
M
川
法
の
J
一
場
か
ら
考
え
る
と
、
韓
同
心
私
法
的
社
会
牛
抗
心
秩
序

を
現
実
に
乱
ず
お
そ
れ
が
あ
る
L

一
い
わ
ざ
る
キ
待
な
い
。

村i
悶

立と 悶
子係
I二七、
反ら

な片手

と！又
i； 「
;{ 0 

'o 宅
れ の
ゐさ

一
3

↑一、

込

r
A
M
V
V
J
l
i

行
だ
し

与
い
の
権
利

η
効
力
や

z
H
E
C認
吟
る
規
定
や
法
解
釈
、

（
）
役
者
陪
償
凶
ぶ

外
じ
ド
」
法
心
服
用
に
よ
り
特
当
で
の
行
為
に
担
当
防
償
請
求
乞
認
め
る
、
｝
と
は
、
以
ト

ι陛
白
か
ら
公
序
に
一
以
ー
な
い
も
の
と
也
わ
れ

る
－
す
な
わ
ち
、
公
序
没
一
以
C
M川
町
山
片
品
唱
ー
か
ら
み
る
と
、

Y
T
J
U
請
求
、
こ
向
じ
く
、
当
該
事
案
の
内
向
関
連
常
は
お
る
と
恐
わ
れ
る
。

幹1~i:：こおける件｜斗知的財産推のじ害にJj ,ti＇.，保，；0:

似
方
、

ム
「
に

L
し
土
同

一／
l
一斉

桜
山
口
賠
償
請
ト
泣
い
知
的
剣
山
性
格
特
桁
の
同
窓
で
は
江
く
、

財
産
体
怖
い
い
ほ
宝
口
に
だ
ー
す
る
見
事
よ
り
絞
同
で
あ
り
、
ま
に
、

求
と
は
法
J

J

J

、
被
害
tdに
4
じ
た
辺
土
の
桜
山
ム
口
や
一
金
銭
で
填
補
す
る
こ
と
を
原
H
／
と
し
て
い

日
韓
国
亡
の
／
れ
為
者
は
巾
l
f
d
外

凹
の
権
利
の
山
R
当
主
ゴ
じ
3
せ
た
責
任
J

札
阿
に
必
し
金
銭
的
、
ぷ
遥
位
、
P
L
q
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
韓
凶
て
の
事
業
t
v
K
げ
る
こ
1
／
が
可
能

当
該
何
回
の
権
利
〈
U

効
力
が
た
だ
ち
に
韓
同
ι

ま
と
及
ぶ
と
は

ま
争
、
外
凶
の
桂
内
刊
の
利
用
行
為

立
あ
る
「

v

こ
の
「
と
は

ユ
ザ
」
川
山
間
門
、
以
て
い
る
韓
国
法
の
げ
一
ぬ
か
ジ
ヰ
て
も
、
埼
図
的
犯
法
的
併
比
三
ぃ
げ
も
の
秩
序
な
苫
し
く
副
す
と
と
に
は
な
、
り
な
い
と
い
え
る

一
人
ツ
亡
、
干
の
利
関
関
係
か
ら
公
序
に
反
、

d

な
い
も
の
と
巴
わ
れ
る

た
い
て
し
、
金
銭
治
法
と
は
い
え
、
た
国
法
の
慾
司
的
問
慣
半
一
応
時
間

清
水
の
よ
う
に
川
事
刊
訂
的
な
側
面
を
右
い
す
J

る
場
じ
に
は
、
過
去
の
組
去
を
山
県
純
一
コ
ノ
る
時
一
凶
の
J
T
h

山

f
為
法
制
庁
一
；
、
持
め
て
旧
制
h
w

れ
な
い

ヒ
め
、
公
序
に
反
f
る
と
考
え
い
つ
れ
る
。

第
h
ヰ
円
十

、U

へi
r

M
引

ノ

ヂ

｝

才

j

l

i

域
外
行
為
、
九
社
L
U
J
G
限
設
が
同
盟
J
な
る
場
市
川
に
顕
消
は
よ
う
に

同
の
知
的
財
広
被

に
係
る
石
仏
法
お
よ
び
準
民
法
決

（！メ人民半、 Gi (6 173: 1Zli0〔2りlキ 1



r日

υ
セ
ス
ド
悶
」
γ
る
解
釈
は
、
少
な
か
っ
ず
他
国
の
知
的
財
産
械
の
保
護
の
実
効
性
に
影
響
を
及
は
1

山
、
ひ
い
て
は
、
他
同
心

υ
法

政
策
の
品
川
性
心
議
論
に
一
辺
安
仕
役
A
m
J
f

来
た
」
1
J

も
の
こ
円
、
一
わ
れ
る

J、
円問

そ
こ
で
、
本
稿
立
は
、
山
内
外
行
為
お
が
間
忍
と
入
せ
っ
た

X

F
ユ
事
件
P

弘
明
同
仁
川
出

ih刊
以
を
哀
ν
利
子

J

て
、
品
科
目
比
九
日
の
祈
的
U
M

産
慌
佼
常
に
冴
す
る
川
拠
法
決
定
（
プ
ロ
セ
ス
を
川
相
八
l
J
L
、
そ
の
解
釈
を
分
析
L
U
J
O

て
の
分
析
で
は
、
一
件
当
む
権
利
の
伝
中
川
を
ヰ

U
き

せ
る
日
料
一
件
で

一
域
い
れ
／
仁
為
市
一
三

山
川
れ
行
為
小
山
下
山
四
対
「
司
令
ψ
J訣
れ
一
反
汁
引
の
解
釈

～
ま
ト
、
は
規

に
い
刊
し
段
済
を
認
め
る
か
公
か
は
、

定
）
に
よ
っ
て
判

J

比
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
G
と
注
べ
た
〈
こ
の
こ
と
は

川内
1

U
五
ト
ぶ
～
～

7
p
l
L
r
J
Kム
ノ
＼

i
f
y
l
i
v
－

－

 

仮
に
斡
当
（
U

権
利
の
俣
市
γ
什
乞
牛
じ
さ

せ
る
行
為
が
外
凶
で
行
わ
れ
た
場
合
に

ψ
1
諸
外
直
に
お
い
T
L

幹
E
J
の
権
利
い
の
崎
市
一
誌
を
受
行
る
た
陀

実
際
の
籾
瓜
と
し
亡

ほ
に
お
い
て
も
域
外
行
為
市
w
を
注
灰
1r
す
る
｝
と
古
川
批
ナ
ー
も
の
と
忠
わ
れ
る

v

域
付
行
為
必
を
注
伝
と
す
る
国
が
噌
え
れ
ば
、
域
外
れ

ら
⑦
）
の
支
ιれ
を
日
同
体
的
る
国
も
増
え
る
4
0
む
と
思
わ
れ
、
こ
の
こ
と
は
、
白
川
刊
で
む
外
国
の
知
的
日
υ性
格
心
保
護
の
み
な
ら
ず
、
域
外
で

り
円
凹
の
権
刊
の
保
護
に
も
結
び
付
く
も
の
と
さ
え
つ
れ
る

d

こ
の
考
え
し
ぱ
は
、
弓
バ
ギ
抗
日
ザ
採
引
す
る
政
情
な
川
州
地
王
表
応
別
b
f

緩
和

ー
る
も
の
で
－
…

h
、
そ
し
て
、
企
業
日
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
、
知
的
財
訪
山
桧
綬
宇
（
り
増
川
川
的
紛
予
が
多
く
な
る
こ
2

ず
れ
は
、
国
際
的
以
り
決
め
に
よ
っ
ず
知
的
貯
完
棒
保
護
の
一
実
効
院
を
高
め
る
！
刀
法
で
あ
る
と
用
品
わ
れ
る
）
ょ
っ
亡
、
与
の
七
ノ
ト

ワ
ー
ク
M
’
r
h
、
予
コ
て
い
く
こ
と
な
期
待

J

た
い

v

そ
の
た
め
い
は
、

川
河
同
法
の
叩
川
光
が
活
発
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
ぶ
め
ら
れ
る
こ
こ
ろ
、

本
山
紛
が
助
y

な
れ
ば
平
い
ご
あ
る
わ

L
か
L
な
が

J

牛
一
杭
の
分
析
で
は

ま

知
的
問
V

生
協
怖
心
悦
寄
に
闘
す
る
暁
臼
叩
訟
の
解
釈

れ
託
が
fm

八刀在
γ1
；
か
多
分
に
あ
る
。

に
も
流
政
的
剛
山
m
p
dめ
る
こ
ζ

は
T

勾
一
め
広
い
。
と
く
に
、
円
出

川
出
粂
心
一
い
K
T
門地
i

日
解
釈
、
そ
し
て
、
第
二
四
条
乙
改
正
に
よ
っ
て

新
設
さ
れ
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反
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ェ
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〆
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＝
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仁
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古
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鶴
岡
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光
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岡
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↓
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↓
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－
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／
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、
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＼
ノ
八
f
よ
司
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司
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↓
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付
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＼
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叔
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［
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／
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♂
仮
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れ
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仁
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梓
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／
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岨
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仕
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仏
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↓
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検
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－
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↓
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叫
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｛
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司
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検
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陪
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＼
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］
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湯
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司
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叫
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｛
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↓
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仇
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、
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」
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仏
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仕
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光
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リ
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－
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叔
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｝
一
i
」

M

説
明

JtA」
れ
戸
に
い
る

一
m
J
1戸
市
物
品
川
い
詩
作
一

G
）
凡
さ
ん
出

一
刀
、
法
務
白
。
合
同
伺
注
一
d
u
h

八
八
一
い
J

雲
間

ぺ
お
一
川
町
松
沫
お
↓
h

仇戸、

t
抱
エ
去
に
1

日

r
G宇
品
一
刀
人
μ

担
当
出
J

合
は
、
前
一
二
六
一
役
乃
宇
治
一
二
去
の
児
定
に
か
小
わ
入
J
U
T

、
ぃ
士
務
官
辺

不
当
利
料
不
汁
山
中
九
戸
パ
北
川
l

ν

～
役
、
’
江
戸
二
い
J
J
て
八
時
比
凶
法
を
そ
川
市
抗
川
μ「
｝
〕
〈
吋
円
以
ざ
す
ピ
f

げJ
で
き
る
I

侶！
J

、
士
れ
に

よ

i
J第
二
者
の
悼
～
引
に
長
部
一
士
及
川
h

さ
な
い

一
m
v
i山
務
叩
品
川
掲
注
戸
行
、
八
八
山
中
吋
沙
問
f

ヘ
知
一
一
志
士
書
。
一
一
掲
注
一
烈
一
同
日
、
孫
公
民
一
知
的
段
差
件
以
柑
予
の
生
払
山
、
ン
ヤ
ヌ
ア
イ
ヌ
第
七
八
ー
す
二
コ
ワ
凶
年
目
月
一

日
円
、
主
事
門
誌
。
前
寸
品
川
注
｛
b

T

肉
、
士
活
情
三
和
l

円
五
江
一
日
同
校
J
I
Y山
丈
託
、
二
円
ノ
ハ
刊
）
一
八
円
以
ト
多
田
〔

一
川
忠
石
オ
引
ノ
出
掲
注
九
円
、
川
ん
パ
f

参
日

)i 
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r日

ペ
ロ
一
主
、
百
人
需
前
掲
注
｛
別
、
川
七
日
で
氏
、
本
件
に
迎
用
さ
れ
一
1
括
的
明
川
は
、
第
四
条
ノ
一
皆
川

市
↓
」
阿
ん
A
K
C
I外

t
第
一
二
条
第
明
幻
自
用
を
ぷ
め
て
一
も
k
い、
l

乙
心
見
併
が
出
父
、
つ
れ
て
い
る
、
」

一小川
F

梓
公
雄
一
国
際
訴
「
品
目
一
有
法
壮
、
占
八
力
区
ん
1
J
ム
ハ
三
八
日
、
帰
尽
仇
山
一
首
、

ι一
日
山
一
九
日
、
行
光
忠
則
持
、
止
一
羽
）
六
！
し

九
人
穴
主
。
刷
掲
注
へ
と
一

rJtppm
〕
な
お
、
台
作
持
の
い
K
宇
門
に
お
ー
と
は
、
迎
用
さ
れ
ブ
匂
抵
悦
山
出
品
川
が
い
断
同
条
ニ
さ
わ
ム
J
4
7
A常
一
ノ

」
ル
日
竿
法
院
一
一
ハ
パ
凡
打

K
H一

I
H
J

守
市
口
一
日
L

ア一一一
i
t

ノ
五
七
刊
－
H
『
デ
ス
ベ
マ

l
ド
事
川
川
町
ド
一
と
パ
ル
ス
朱
約
第
立
グ
ホ
前
二

mA

！
｝
さ
れ
に
手
案
ヘ
ソ
ワ
ル
ー
一
光
地
方
片
目
的
川
一
一
一
〉
八
斗
ハ
月
二
ノ
ノ

H
（
r
［
一
ヘ
／
一
ヘ
一
七
カ
八
円
川
九
ハ
判
決
一
r
一
き
て
い
ノ
町
、

Y
U
す
せ
ね
ば

円
以
訴
訟
の
／
ナ
々
苧
4
1
2

で
じ
、
山
方
り
£
小
日
白
川
れ
勾
川
山
、
抵
触
川
崎
町
引
か
決
む
言
、
れ
た
戸
と
て
、
八
J

説
上
批
引
一
の
何
年
に
、
小
っ
て
い
る

（
刊
社
｝
石
此
羽
一
［
全
際
和
札
制
刑
A
b
ヘ
門
）
安
門
、
い
／
立
一
九
一
ニ
頁
、
ハ
務
部
削
提
正
一
一
｝
二
百
八
安
田
川
一

一
、
お
）
点
下
町
1
t

ハ
。
戸
時
注
一
三
ん
一
斗
れ
、
十
士
十
釘
「
J

J

？
1
F
F
、
一
に
お
げ
る
品
名
惟
侵
主
の
川
医
H
M

円
判
官
時
作
お
よ
い
準
拠
法
」
川
町

右
辺
附
究
第
一
一
号
一
二
f

、
百
九
円
一
月
戸
九
丸
引
税
〆
凶
ほ

一郎
J

委
、
主
＝
一
市
川
い
詩
作
一
円
J

）
一
五
氏
、
丈
ノ
市
川
英
山
一
指
注
（
日
）

4
折
、
林
治
持
「
民
際
私
卓
八
に
た
！
る
事
務
付
円
珂
・
不
当
利
得
不

法
行
為
」
囚
汚
弘
法
研
究
都

t
ー
す
（
（
〆
一
ヘ
J

Iナ
〕
ハ
由
民
事
山
間

ヘ
一
ゾ
主
主
＝
一
川
前
司
注
お
一
五
h
H

で
は
、
I
人
法
町
叩
J
町一、

Q
A
門
地
の
畔
釈
に
つ
戸
、
加
戸
山
心
地
中
結
込
先
川
地
r

寸
心
概
念
プ
♂
分
析
ド

「
J

、
侵
害
地
ど
「
－
本
と
判
小

J

に
の
は
、
市
一
の
総
ヘ
ロ
〆
～
底
一
叩
け
れ

L
コ
／
、
川
附
で
あ
る
と
訊
べ
つ
れ
て
い
る
れ

一刊品
F

令
官
夜
－
前
掲
注
一
h
）
店
ム
い
ハ
苧

ι

ぺ
均
一
段
比
五
判
決
μ

民
川
小
中
ん
h

一
り
六
日
判
決
民
集
k
Iハ
昔
己
K
J
十日一いい一員。

（
必
一
係
川
主
出
。
川
内
注
一
お
一
刀
一
出
、
f

え
百
九
、
引
持
注
（
五
一
一
」

4
自
志
一
日
ド

ヘ
ι）
係
U

不
韓
。
前
寸
品
川
日
一
｛
別
九
一
九
、
十
七
、
ん
現
前
日
刊
注
（
山
一
ハ
ヤ
〕
円
以
1

菩
山
「

一必
v

A

J

H

r

F

T

U

掲
注
戸
川
、
六
一
点
、
石
穴
羽
山
ド
卓
八
注
一
%
、
人
七
円
、
妻
、
主
宮
一
で
ふ
唱
J

戸
一
円
）
凶
八
1
ー
に
よ
古
た
－

d
持
件
一
三

4
R以
r
h
r
s
m
u

（
日
以
｝
改
fy

（
つ
山
地
ヘ
ド
f

プ
、
律
七
八
さ
に
一
弘
、
J
亡
、
広
市
泊
同
一
規
定
は
一
川
1

石
川
い
が
附
に
な

yる
達
制
法
」
山
口
リ
J

ヤ
一
合
同
一
項
ζ

な
J一て
U
る

一、U
H
）
散
品
川
批
判
民
t

対
「
る
脹
＋
ノ
止
政
裁
判
官
心
反
対
む
齢
i
d
ょ
7
u
J
小
棚
山
口
判
例
合
げ
却
川
」
発
町
一

U

U
久一六
J
す
（
〈
U

O

一
年
六
月
一

々
に
誇

一
羽
ー
を
請
求
権
の
ん
明
〈
口
一
－
A
て

J、
円問
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（い一二

H
f
寸
多
数
の
論
え
で
は
、
川
外
れ
為
P

いい一

rT川
法
行
為
】
附
引
が
れ
c

h

る

ιUJ

トム十日
F
ほ
約
お
お
作
一
汀
）
同
＼
｛
ハ
勝
浦
、
山
把
h
u

－5
一
六
一
目
、
石
光
引
；
山
実
注
（
ご
四
六
円
F
A

手川

一
日
刊
一
－
石
、
政
－
前
掲
注
一
t

）

τつ
い
ハ
正
一
Mm
｝
よ
h
一
、
知
的
財
産
桂
向
山
市
円
心
地
判
的
紛
y

昔
、
山
い
て
保
山
花
同
法
戸
侵
害
崎
氏
、
予
ホ
？
拠
仏
と
な

念
乙
L
L？
ち
、
山
再
開
山
の
山
広
三
割
適
用
に
｛
い
二
人
目
見
解
が
ヘ
7
3
れ
る
吋
長
け
が
め
る
、
ニ
心
立
鮪
カ
述
、
ら
M
f
y
L
いァ匂

五
一
宮
沢
喜
苫
一
可
。
川
内
注
一
川
一
四
川
円
、
石
光
現
。
一
一
持
注
（
刊
一
ハ
じ

Y
2
3

一
川
也
、
渉
外
私
法
灯
九
久
～
じ
い
ト
会
秩
出
に
北
す
る
叫
一
司
法
爪
Ju

規
｛
与
外
刈
司
法
に
よ
J
h
u

へ
き
市
川
〈
い
に
い
お
し
て
、
て
の
規
立
が
吉
山
そ
心
情
？
会
秩
宇

に
3
hは
す
れ
ν
事
羽
山
ど
山
リ
ク
一
山
！
／
三
一
る
J

し
の
円
一
向
。
と
き
は
、
一
一
札
言
迫
m川？
t
h
い（

ヘM
U
一
法
務
店
。
一
一
掲
注
一

h
Tハ
院
本

Jm

ヘ
別
）
拝
公
雄
。
前
寸
品
川
日
一
｛
小
川
口
内
、
十
七
氾
税
℃
一
言
花
べ
弘
治
解
MA
（
ヘ
ん
川
政
ノ
3

2
口
安
位
、
二
ノ
一
ノ
ゾ
ヰ
）
へ
円
以
「
品
世
間
－

一
、
日
）
点
下
東
和
「
国
際
的
公
序
間
担
に
問
ず
る
制
空
」
比
ー
町
岩
仏
部
↓
た
わ
↓
J

す
へ
ハ
リ
ハ
ノ
什
市
六
日
一
四
じ
良
、
可
制
法
「
4
4
同
と
：
一

／
心
川
市
川
私
法
花
草
が
科
目
凶
限
立
法
の
改
7
江
戸
五
%
は
し
た
v
d響
一
法
J
7
N九
九
第
一
八
台
今
八
u
h
d

一一一ノペ

J
r
二
（
己
八
文
弘
て
器
出

（む｝

J

ァドベ川
F
F
V外
車
弘
主
（
賄
事
↓
校
長
崎
－

R
十
＼
り
ソ
、
ん
ん
川
年
一
九
心
丙
門
、
リ
ム

km光
江
一
一
冊
以
本
法
〆
｝
玉
寸
際
民
晶
子
訴
訟
法
r

叶
渋
川

仲
間
院
、
一
ハ
ハ
、
九
午
一
ヘ
五
｛
口
問
、
辛
業
利

4

ロ
伝
片
（
「
礼
）
間
人
民
U
一h
h

円
JK

ヘ
mF
泊
一
河
内
前
司
注

7f
ア
J

八
h

門、

U
H球
時
一
訂
版

M
r弘

J

一
エ
円
一
、
有
せ
一
同
、
ハ
ハ
一
一
年
一
一
w
l
d

↓
一
五
以
「
等
害
問
、

一九
J

トム十日
F
～
肱
川
い
詩
作
一
、
γ
）
パ
六
氏
、
山
川
、
内
［
叫
一
m
畑
出
刊
が
1

りる川明へロし〈
7
V
7
1

当
失
事
主
同
二
件
可
人
が
川
河
出

z
t
v
る山句人口
J
F
t
j
h’h
九

が
惇
川
γ
行
わ
れ
｛
／
域
ム
川
市
J

げ
ら

h
ご
い
る
つ

ぺ
町
一
滅
的
叩
行
お

γγ
刀
白
川
町
叫
乙
な
っ
た
心
け
で
は
な

1
刀
、
初
め
て
外
国
知
的
討
正
況
の
じ
芹
に
叫
し
公
立
J

全
vM
引
が
冶
凶
、
に
れ
と
予
一
γ
一－1
J

て、

「7
2
伝
言
〔
事
作
』
（
ソ
ー
ノ
ル
中
央
地
方
法
問
↓
（
リ
パ

t
イ
ー
八
月
二
〈
ハ
戸
A
H
土
川
一
ハ
ノ
パ
ノ
六
ペ
カ
r
d
円
リ
ハ
六
刊
！
と
一
が
あ
る
、
」
J

ソ
ボ
刊
じ
は
、

p
h
凶
商
叶
絞
二
基
つ
L

町
、
日
昨
日
で
心
ド
メ
イ
ン
ケ
ド
伎
町
川
三
r
J
で
み
ひ
暗
転
会
録
士
一
計
JL
昨
ノ
守
、
乙
は
、
枠
内
法
が
一
一
件
司
L
P
、
い
る
括
払
二
一
五
原
料
ン
に

民
？
九
三
～
、
判
「
回
日
司
杷
権
の
わ
刈
む
を
ぷ
め
る
山
れ
げ
の
条
約
色
付
？
t
h
い
ご
と
ん
d
珂
山
に
、
汽
川
市
に
口
は
ち
γ

匂
し
判
小
さ
れ
た
し

良
一
企
俊
前

1

寸
↓
一
以
詩
堤
｜
｜
川
託
制
／
事
例
｜
｜
』
、
法
正
甘
、
一
h
h
J

午
、
川
凶
ノ
医
い
品
、
苦
士
宮
一
川
誌
で

f
m
）囚

t
いいき内

ヘ
貯
）
出
向
市
品
。
前
寸
品
川
注
｛
り
八
八
口
も
一
間
へ
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